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平成26年第３回嬉野市議会定例会議事日程 

平成26年９月５日（金）  

本会議第４日目   

午前10時 開 議   

日程第１  一般質問 

順次 通 告 者 質 問 の 事 項 

１ 西 村 信 夫 

 

１．新幹線西九州ルートについて 

２．社会文化会館「リバティ」について 

３．高校再編整備計画について 

４．塩田中学校について 

２ 増 田 朝 子 １．防災対策について 

２．地域コミュニティについて 

３．子ども・子育て支援新制度について 

４．少子化対策について 

３ 宮 﨑 良 平 １．企業誘致について 

２．スポーツ大会・合宿誘致活動について 

４ 生 田 健 児 １．嬉野市社会文化会館の活用について 

２．若者人口について 

５ 山 口   要 １．庁舎内部における諸問題について 

２．市政施行10周年について 

３．文化振興政策について 

４．健康・福祉政策について 

５．観光政策について 

６．災害対策について 

７．教育政策について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時 開議 

○議長（田口好秋君） 

 皆さんおはようございます。 

 本日は織田菊男議員が遅刻であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議

を開きます。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 
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 一般質問を行いますが、その前に、昨日の梶原議員の質問に対し、総務課より追加答弁の

申し出があっておりますので、これを許可いたします。総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 きのうの梶原議員の一般質問の中で、高齢者の方に起因する火災の件数についてのお尋ね

がございました。その件についてお答えをいたします。 

 平成25年中でございますけれども、住宅火災が２件、２件とも死亡がおのおの１人ずつ出

ております。 

 それから、その他の火災ということで、たき火によるものというふうに言われていますけ

れども、760平米が焼失をしております。 

 以上の３件でございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 それでは、ただいまより一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。 

 16番西村信夫議員の発言を許します。 

○16番（西村信夫君） 

 皆さんおはようございます。ただいま議長から通告の許可をいただきましたので、一般質

問を行いたいと思います。 

 傍聴者の皆さん、早朝から御足労いただきましてまことにありがとうございます。よろし

くお願い申し上げます。 

 それでは、私は今回、９月議会では４項目提出をいたしております。 

 まず、新幹線西九州ルートについて。それから、社会文化会館「リバティ」について。そ

れから、高校再編成計画について。最後に、塩田中学校についてということで、以上４点を

提出しております。順次質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、新幹線西九州ルートについて。 

 九州新幹線西九州ルートは、2022年、平成34年３月開業に向けて着実に工事が進められて

おります。 

 博多－長崎間の西九州ルートの整備については、レール幅が異なる新幹線区間と在来線区

間を直通運転できるフリーゲージトレインという車両を導入して前提に進められております。

しかし、各方面から、新幹線効果を高めるために全線フル規格化を要望する声が相次いでお

ります。 

 現在、佐賀県市長会を初め、県内10市町の議会がフル規格化に向けて要望を求める意見書

が相次いで可決されております。その可決を佐賀県知事に要望書として提出をしているとこ

ろでございます。 
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 そこで、フル規格化について、市長の考えをお尋ねしたいと思います。それから、新幹線

の停車駅についてお尋ねしたいと思います。 

 西九州ルートが開業し、佐賀駅には全ての新幹線が停車をすると。また、肥前山口、武雄

温泉、嬉野温泉駅には新幹線の半数程度が停車の予定でございます。嬉野温泉駅には一体何

本の列車がとまるのか、おわかりだったら示していただきたいと思います。 

 それから、次に、社会文化会館「リバティ」についてお尋ねをいたします。 

 まず、冒頭でございますけれども、塩田町の長年の念願でございました社会文化会館が、

９月７日、記念式典があるということで、これまで御苦労していただきました市長を初め執

行部の皆様方、それから、社会体育館の審議会の委員の皆様方、大変お骨折りいただきまし

て、この席をかりまして厚く御礼を申し上げたいと思います。 

 それでは、質問をいたします。 

 嬉野市の文化振興の拠点として利活用を期待される社会文化会館が完成をし、９月７日に

落成行事が行われますけれども、９月７日のイベントの状況等についてお尋ねをしたいと思

います。 

 それから、社会文化会館の利用許可の申請、受付状況は今どのようになっておるのか、そ

の点お尋ねし、加えて社会文化会館の運営について、今後どのような運営方法をとっていか

れるのか、示していただきたいと思います。 

 それから、社会文化会館には、舞台機構や照明、音響設備などについて、年に数回の専門

委員の定期点検が必要かと思われますけれども、施設の保守契約、その締結についてどのよ

うにされておるのか、その点をお尋ねしたいと思います。 

 それから、３点目、県立高等学校の再編成計画について。 

 少子化を伴う大幅な生徒数の減少や社会の変化を踏まえて、佐賀県教育委員会は平成30年、

2018年までに、神埼、唐津、鹿島・藤津の３地区の計18校（371ページで訂正）を統廃合す

ると発表をいたしました。 

 県立高校の再編について、まずはたたき台として、県教育委員会の考え方を示した上で、

今後、学校関係者はもとより地域の方や行政関係者に対しても情報の提供を説明し、十分協

議をして進めていくと言われております。 

 その中で、本市にある嬉野高校と塩田工業高校が再編統合の対象になっており、嬉野市と

して、嬉野高校、塩田工業の再編計画にどうするのか、示していただきたいと思っておりま

す。 

 嬉野市と議会は再編計画には反対の意思を明確にしているところでございますが、塩田工

業、嬉野高校の今後の存続に向けて市長の見解を求めていきたいと思います。 

 以上、壇上から終わります。あとは質問席で質問をさせていただきます。 

○議長（田口好秋君） 
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 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 皆様おはようございます。傍聴の皆さんにおかれましては、早朝からの御来臨に心から敬

意を表したいと思います。 

 西村信夫議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、１点目が、新幹線西九州ルートについて、２点目が、社会文化会

館について、３点目が高校再編整備計画についてということでございます。 

 まず、１点目の新幹線西九州ルートの件についてお答え申し上げます。 

 新幹線西九州ルートの全線フル規格化に向けた協議を県に求める意見書が平成25年６月に

嬉野市議会で可決されたところでございます。また、御発言のように、沿線市町においても

可決が続いているところでございまして、フル規格化に向けた動きが県内で広がっていると

いうことでございます。 

 踏切の安全対策が不十分であることや、フリーゲージトレインでは、新大阪までの山陽新

幹線乗り入れが困難であることなどが指摘されておるところでございまして、佐賀県が負担

するフル規格化に伴う建設費の増大が課題となっておるところでございます。しかしながら、

安全性の確保と新幹線効果を最大限に発揮するために全線フル規格化が必要であると思われ

ますので、県や国、ＪＲなどの関係機関に、開業時期がおくれることのない全線フル規格を

要望していきたいと考えておるところでございます。 

 次、２点目の駅には何便とまるのかということでございます。 

 新幹線西九州ルートは、以前発表されました情報によりますと、ＪＲ九州において、新幹

線が１日上下合わせて64本運行される計画だと聞いております。嬉野温泉駅には、新幹線の

半数程度が停車をするということでございますので、新幹線が１日上下合わせて32本停車す

ることになると思われるところでございます。 

 なお、正式なダイヤにつきましては、開業前にＪＲ九州が決定するということになってお

ります。 

 次に、２点目の社会文化会館についてお答え申し上げます。 

 社会文化会館につきましては、９月７日に落成記念行事の実施を予定しておるところでご

ざいます。 

 具体的な内容につきましては、落成記念の式典を９時から行い、開館に伴うテープカット

等を行いたいと考えております。その後、11時30分より文化庁の青柳正規長官による文化講

演会を開催したいと思います。午後１時30分から、市内の各文化関係団体へお願いをして文

化芸能フェスティバルを開催する予定でございます。出演は、相撲甚句や中通獅子舞、嬉野

市文化連盟の出演団体、不知火太鼓、ＰＬ佐賀ＭＢＡバトン教室、嬉野中学校吹奏楽部、両

岩の小浮立、下野辺田の鉦浮立、五町田区の面浮立の皆様等でございます。 
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 次、受付状況や運営の具体的な方針についてということでございます。 

 社会文化会館の利用一般受け付けにつきましては、９月10日からとしておるところでござ

います。また、大会等の大きな行事につきましては、早目の調整が必要のため、確保してい

るものもあるところでございます。 

 また、運営につきましては、職員、管理委託職員等を配置し、また、文化審議会を立ち上

げる予定でございますので、文化会館運営を含めた文化振興に関する意見等を伺いつつ、事

業運営を行いたいと考えております。 

 次に、舞台照明、音響等の保守契約についてでございます。 

 舞台機構や音響、照明などの設備機器につきましては、引き渡しから１年間の瑕疵担保保

証期間が定められておりまして、保守点検契約につきましては、来年度から、舞台機構保守、

年４回、音響、照明設備については年１回行うように考えております。 

 なお、安全面を考慮する必要がある電気保安保守、自動ドア、エレベーターなどにつきま

しては、保守点検を行いたいと考えておるところでございます。 

 次に、高校再編整備計画についてということでございます。 

 県立嬉野高校及び塩田工業高校の存続要望につきましては、７月10日に佐賀県教育委員会

に対しまして、議長、副議長にも御同席をいただき、両校存続の要望書を提出し、嬉野市が

考えている両校存続に向けての意見を強く訴えてまいったところでございます。今後も引き

続き、両校存続に向けて努力をしてまいりたいと思います。 

 嬉野高校も塩田工業高校も歴史ある学校であり、また、福祉や技術者育成の面で非常に特

色ある高校として地域に愛された学校でありますので、嬉野市といたしましては、佐賀県教

育委員会から出された案につきましては、今後も嬉野市の状況を説明させていただき、両校

存続について努力をしてまいりたいと思います。 

 また、嬉野市議会におかれましても、８月20日の知事との懇談会の席上、田口議長から両

校存続の意見を出していただいておりますので、今後も両校の存続に向けまして引き続き県

へ強く要望してまいりたいと思います。 

 以上でお答えといたします。 

 また、教育長へのお尋ねもございますので、教育長からも答弁いたします。 

○議長（田口好秋君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 ３点目の高校再編整備計画についてお答えを申し上げたいと思います。 

 県が進めております新たな生徒減少期に対応した佐賀県立高等学校再編整備計画〈たたき

台〉におきまして、鹿島・藤津地区でも、生徒数の減少に合わせて、平成30年までに県立高

等学校の再編を実施するという計画の内容でございます。 
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 嬉野市では、塩田工業高校と嬉野高校が再編対象校として説明会が開催されたところでご

ざいます。 

 嬉野市といたしましては、先ほど市長の話の中にありましたように、市議会と同一歩調で

佐賀県教育委員会に対して現況維持をしたままで塩田工業高校と嬉野高校の存続の要望書を

提出しておりますが、御案内のとおりでございます。 

 そこで、教育長の見解についてお尋ねでございますけれども、県立高校は県教育員会の所

掌するところでございますが、市長及び市議会議員の皆様方と同じ考えでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 それでは、再質問をさせていただきます。 

 いよいよ新幹線の2022年開業に向けて嬉野市も新幹線の駅周辺整備が着々と進もうかとし

ております。数日前からもう大型機械が入って工事を進めようかと考えておるところでござ

います。そういう意味で、今、先ほど登壇して申し上げたように、フリーゲージトレインか

ら新たにフル規格という要望が非常に相次いでおります。そういった意味ではなかなか厳し

い部分があるかと思いますけれども、新幹線の７年後の開通に向けて間に合うかどうか、非

常に危惧するところでございます。担当課として、この７年間の開業する前に、新幹線のフ

ル規格化に向けてどのような考えをお持ちであるのか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 お答えをいたします。 

 今、議員御質問のフル規格に向けた考え方ということでございますけれども、先ほど市長

が答弁をいたしましたとおり、私どもといたしましても、フル規格のほうでお願いをしてい

きたいと思っておりますし、また、現地のほうにつきましては、議員御発言のとおり、先日

より実際工事に着手をしたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 フリーゲージトレインといえば、新幹線の線路が今現在、鹿児島ルートについては新幹線

の線路が1,435ミリ幅がありますけれども、今の在来線については1,067ミリ、約37センチ程

度在来線が小さいと。幅が広い新幹線で博多から鳥栖、新鳥栖まで広い新幹線のレールに乗
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って、そしてまた鳥栖、新鳥栖駅で狭い在来線の線路にフリーゲージトレインが乗るという

ふうなことで計画されておりますけれども、非常に時間短縮の問題とか、あるいは重量の問

題とか、そしてまた、山陽新幹線の乗り入れの問題とかいろいろ課題が山積をしております。

そういった意味では、フリーゲージトレインの重量性については何とか改善ができたという

ふうなことを伺っておるところでございます。そういった意味では新幹線の整備、フル規格

化に向けて県議会でもそれぞれ議論がなされております。 

 そこで、県議会の議事録を少し拝見させていただきましたところ、ちょっとお話しして

みたいと思います。「このように、10市町が決議をした意見書では、佐賀県、長崎県、国、

ＪＲ九州の４者でフル規格の協議を行うことを求めておるわけですけれども、県は改めてこ

うした意見に沿って協議をちょっとしてみようかという考えが持てないものかどうか、その

辺について、交通政策部長にお伺いしたいと思います。」という県会議員の質問をされたと

ころ、交通政策部長の答弁では、「西九州ルートの全線フル規格化を求める声があることか

ら、国、長崎県及びＪＲ九州と協議をしてはどうかという委員さんの提案でございますが、

これについては先ほど課長が申しましたとおり、関係者の合意、さまざまな経緯を経た合意

を踏まえて、現在、フリーゲージトレインによる整備を推進しているところでございます。

また、県としては、平成35年の国体と全国障害者スポーツ大会の開催を控えまして、その前

年の平成34年までには西九州ルートを開業させるということを目指しております。このため、

県内各方面からいろんな声、フルを求める声があるということは承知をしておりますが、フ

ル規格化案について協議を行うということについては考えていないところでございます。」

という答弁をされております。このことについて、市長、どう見解をお持ちなのか、お尋ね

したいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 県のお考え等については、私もその情報は入手しておりますので承知をいたしております。

しかしながら、私どもとしては、せっかく新幹線が開業できるわけでございますので、開業

時間までに最大限の努力をしてみたいというふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 そういった意味では、あとは福岡県とか、あるいはＪＲ九州とか長崎県、佐賀県、この４

者が相乗って、やっぱりフル規格化についての要望を強めていくべきではないかと思います
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けれども、現在、市長会の方向ではどのような運動がなされておるのか、その点、お尋ねし

たいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 市長会全体としての動きにはまだなっておりません。ただ、今回、九州市長会に出す要望

の中では、私どもと武雄市さんが協議をいたしまして、新幹線の今後の問題について、いわ

ゆる新しい課題についても検討をしていこうということで意見を出したところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 今後の運動は非常に努力をされていくべきものと思いますけれども、新幹線については４

者協議ということで、新しい情報ですけれども、７月17日、ＪＲ九州の社長のほうから西日

本新聞社のインタビューに応じてこういう発言をされております。「2022年開業を目指し整

備中の九州新幹線西九州ルートについて「事業者としてはフル規格でやる方がやりやすいし、

お客さまも効果が高いと思っている」と述べ、将来的には、沿線自治体などから要望が出て

いる全線フル規格化が望ましいとの考えを示した。」ということですが、この情報は得てい

らっしゃいますかどうか、その点お尋ねしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 新聞の報道については承知をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 ＪＲ九州の事業体が新幹線のフリーゲージよりもフル規格がいいという発言が最近された

ということは、非常にフル規格に対して重みがあるんじゃないかと思います。そしてまた佐

賀県、そしてまた長崎県、福岡県があと一体となって今後どのような取り組みをしていくか

というのが今後の焦点じゃないかと思います。そういった意味では、私たち議会も議員12名

やったんですが、佐賀のほうに８月25日７時から、この新幹線に向けての勉強会、学習会、
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それぞれの議員の集い、そして、各種団体が集まって勉強会がなされて私も参加したところ

でございます。そういった意味では、佐賀県内においても、このフル規格に向けての機運が

高まっているという状況を受けとめております。そういった意味では、市長会のほうも、今

後ますますフル規格に向けての取り組みを一層図るべきではないかと思いますが、再度、市

長のほうに求めたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今、懸命に努力をしておりますので継続をして頑張ってまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 この問題については、時間の問題と思いますね。肥前山口から武雄まで佐世保線の単線区

間ですけれども、これを複線区間に直すというふうなことが計画をされておりますけれども、

これが16年から始まるというふうな情報を聞いておりますけれども、残された、２年もうな

いわけですね。そういう中でどういうふうにお考えなのか、その点求めていきたいと思いま

す。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私といたしましても、やはり着工、いわゆる課題は肥前山口－武雄間とか、その先のまた

新鳥栖からの、いわゆる武雄間とか課題はあります。しかしながら、議員御発言のように、

方向性を出すということになると、着工前にということがベストだろうというふうに思いま

すので、時間に追われておりますけれども、しっかり発言をしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 新幹線のフル規格化と、そしてまたフリーゲージトレイン、この高速の時間を見てみます

と、博多－長崎間特急かもめが、今１時間48分運転をしております。フリーゲージトレイン

では、博多から長崎まで１時間20分、約28分の短縮を言われております。これがフル規格で
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博多－長崎間を運転しますと、最速41分、現在より１時間以上短縮になるというようなこと

で非常に利便性もあるし、そしてまた、乗り継ぎの部分についてもクリアするんじゃないか

と思っております。現在は、フリーゲージトレインはＪＲ西日本においては乗り入れに難色

を示しておるわけでございますので、このフリーゲージトレインよりも新たにフル規格化と

いうのが我々地域の望みではないかと思っております。 

 今回大きな問題として、財政問題が絡んでくるというようなことで、県のほうは議事録に

も載っておりますけれども、フル規格にやった場合は県の負担が2,400億円、この３分の１

が、800億円の財政が伴うというようなことに議事録に載っております。そういった意味で

は、県の負担が800億円という大きな負担でありますので、現在逼迫している県政において

も大きな課題ではないかと思っております。しかし、将来を考えてみれば、当然フル規格の

運転開始というふうなことを望んでいきたいと私は考えておるところでございます。 

 そこで、フル規格については横に置いて、それぞれ、市長も努力をしていくというふうな

ことでございますので、佐賀県を初め、長崎県、福岡県、あわせてこのフル規格に向けて努

力をしていきたいと考えておるところでございます。 

 さて、次、２番目に入っていきたいと思います。 

 ２番目に、新幹線が2022年開通した場合、嬉野市の停車駅は一体どれくらいとまるのかと

いうことをお尋ねしたところ、64本上下運転するわけですけれども、その半数程度がとまる

というようなことでございますが、この半数程度32本といいますけれども、実際、この間の

研修会で行ったところで、１時間に１本が嬉野にとまるということになります。武雄には１

時間に２本、新幹線が１本と在来線みどりが１本ということになっておりますけれども、こ

のあたりの見解は嬉野市にとってどういう影響があるか、その点お尋ねしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私どもにとりましては、当初からそういう説明を受けて進めてきたところでございます。

新幹線については武雄市さんと私どものほうに交互にとまると、そういうことでございます。

武雄市さんの分については、在来線が当然あるわけでございますので、その本数については

現行どおりということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 武雄のほうは２本とまるわけですね。嬉野のほうには新幹線が１本というふうなことです
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から、利用客においても、電車の停車駅が多いほど乗降人員が多いと私は考えておるところ

でございます。 

 そういった意味では、嬉野に新幹線が１時間に１本というふうなことですが、現在、嬉野

は博多まで行くためには高速バスが運転なされておるわけですけれども、高速バスを調べて

みますと、高速バスは１時間に２本運転しておるですね。時間的にも、高速バスで行った場

合は嬉野６時31分、福岡の国際線には７時50分に到着をするということで、運賃も1,900円

というふうになっておりますね。今、武雄から博多まで「みどり」が走っておりますけれど

も、２枚切符で4,200円という運賃になっておりますけれども、料金的には高速バスのほう

が安いというふうなことになっております。回数券を買えば４枚つづりで6,480円、１枚

1,620円で嬉野インターから博多まで行かれるという状況になっておりますけれども、嬉野

に１時間に１本しかとまらないということになれば、どうかすれば、高速バスに流れるんじ

ゃないかという危惧をしますけれども、そこのあたりの見解を求めたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 新幹線の開通に伴いまして、いわゆる私どもとしてはお客様の取り合いにはならないとい

うふうに考えておるところでございます。また、停車本数等につきましても、新鳥栖の例を

見ておりますと、開業後にいろいろ変化がございますので、そこら辺については、開業後に

はまた状況が変わってくるというふうに考えておるところでございまして、やはり新幹線が

入りますと、あるいは高速バスは高速バスでまたサービスをされるだろうし、また、新幹線

は新幹線のほうでまたサービスをされるということになると思いますので、両方相まってお

客様がふえていただければというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 先ほど申したように、新幹線と高速バス、利便性についてどう判断していくのか、お客様

のニーズに合わせた新幹線の本数、停車駅の本数をやっぱり嬉野としては求めていかなけれ

ばならないと思いますが、武雄と同時に新幹線が２本、あるいは３本、１時間でとまれるよ

うなＪＲ九州に対する要望をすべきではないかと思いますが、７年間のうちそれをどのよう

な取り組みをしていかれるのか、その点お尋ねしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 
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○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 先ほど申し上げましたように、交互にとまるということで今計画をされておるわけでござ

いまして、在来線の場合は私どもはありませんので申し上げられませんけれども、また、開

業に向けてダイヤ編成がなっていくというふうに思っております。そういう中で、５市の連

携をいたしておりますので、できるだけ本数をふやしていただいて、また、停車駅もふえる

ように、これはもう継続的に運動をしていかなければならないというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 継続的に運動を進めていただいて、武雄温泉駅並みに最低２本は嬉野温泉駅に停車をして

いただくという取り組みを、ぜひともこれからの運動の課題ではないかと私は考えておりま

す。 

 フル規格になれば、長崎－大阪－新大阪を３時間５分程度で行くということになっており

ます。今、西鹿児島の中央駅から新大阪まで３時間半かかっておりますので、そういった意

味では非常に時間短縮効果としても、また、お客様の利便性、利用度としても多くなるんじ

ゃないかと考えておりますので、そこの点あわせてしっかりこれから新幹線の取り組み状況

を踏まえて、市と、また私たちを含めて頑張っていかなければならないと思っております。

そういった意味では、新幹線のフル規格に向けてしっかり努力を重ねていくということをお

願い申し上げ、次の質問に入っていきたいと思います。 

 次は、社会文化会館「リバティ」についてということですが、おかげさまで、登壇で申し

上げたように、９月７日、社会文化会館の落成式があるということで、塩田町民を初め、嬉

野市民も非常に喜んでいるところでございます。そういった意味では、担当課としても新た

に設置された嬉野の社会文化会館のほうの職員さんにおかれましても、非常に多忙な業務が

あるかと思いますけれども、そこのあたりはしっかり踏まえながら努力をお願い申し上げて

おきたいと思います。 

 ９月７日の落成記念行事には、今、市長が申し上げられたように、それぞれ９時から始ま

って、記念講演とか、あるいは文化芸能フェスティバルとか、そういったものを催されてお

りますけれども、この参加者は限られておるのか、市民全て参加していいのか、その点あわ

せて答弁を求めたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 
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 お答え申し上げます。 

 ９月７日の開館につきましては、いわゆる式典のほうとフェスティバルとございますので、

式典が終わった後に記念講演がございます。まず、その記念講演とフェスティバル等につい

ては多くの市民の方に御参加いただいて、そして、見ていただければというふうに思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 記念講演、フェスティバル等については、市民多くの方が参加をしていただくというよう

なことでございますけれども、９月７日に落成記念、開催がされるということを市民の方々

が十分承知されておるかどうか、そこのあたりは担当課はどういうふうに見解をお持ちなの

か、お尋ねしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 市民の皆様には広報等、防災無線等でお知らせをする予定でございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 防災無線、広報でお知らせをするということでございますけれども、９月７日、天気も恐

らくいいだろうと思いますけれども、多くの市民の方が御参加をいただいて落成記念が立派

にできるように私も望んでおるところでございます。 

 フェスティバルの概要について、先ほど市長のほうから答弁がありましたけれども、不知

火太鼓とか、あるいは中通の獅子舞とか、あるいは両岩の小浮立とかいろいろ計画をされて

おりますけれども、これは、自主的にこちらのほうから要請をしたものか、それとも、団体

のほうから出場させてくださいという要望があったのか、その点お尋ねしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 企画部長。 

○企画部長（中島憲郎君） 

 お答えいたします。 

 こちらのほうから要請をいたしまして御了解をいただいたということでございます。ある
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程度練習期間等も必要でございますので、ある程度早目に調整をしていただくように連絡し

たつもりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 初めてのそういったフェスティバルが開催されるわけですけれども、駐車場の問題が、建

設する前から非常に問題視されておりましたけれども、恐らく駐車場については解消される

んじゃないかと思いますが、駐車場の整備、そしてまた、今回のフェスティバルについての

駐車場の具合についてはどのように担当課としてお考えなのか、整備をされているのか、そ

の点求めたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 整備については、まだ若干整備ができていないところがありますが、当日は、リバティ、

中央公園周辺を含めまして約220台、あと、市役所駐車場で200台程度ということで、合わせ

て420台ぐらいは可能と見込んでおります。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 420台確保というふうなことでございますが、当日は非常に多いことも思われます。そう

いった意味では、事故がないように誘導等も十分配慮されていくべきと思いますけれども、

そこのあたりの駐車場の誘導についてもどのように今計画されておるのか、その点お尋ねし

たいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 当日は、市職員等で対応いたしまして、各来場者の方に誘導をするように進めております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 
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○16番（西村信夫君） 

 そこのあたりは担当課も市職員も大変かと思いますけれども、そういった事故がないよう

に、きっちりすばらしい文化会館の落成記念開催ができますことを心から願っておるところ

でございます。 

 次に、社会文化会館の利用許可の申請、それから、受け付け状況はどのようになっておる

のか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 受け付け状況といたしまして、大きな行事といたしましては、今回落成式をいたしまして、

佐賀新聞社の金婚式とか、あと歌王さがとかいろんな行事が、大きな行事については予約を

入れております。 

 貸し付けにつきましては、市、また団体等の行事については予約をしておりますが、個人

の受け付けについてはまだ行ってはおりません。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 文化会館の開催の時間とか、あるいは予約の状況と予約を受け付ける期間とか、そういっ

たものが嬉野市の社会文化会館条例施行規則にきちっとうたわれておりまして、文化会館の

開館は午前７時から午後10時までというようなことに今なっておるところでございます。休

館日におきましては12月29日から翌年の１月３日までというようなことで、あとは全て開館

をしていくというようなことになっておりまして、許可の申請は大体利用日の何カ月前から

行われるのか、その点お尋ねしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 受け付けにつきましては一月前と理解しております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 文化会館の条例施行規則には、利用日の利用許可の申請第５条、「開館の利用許可の申請
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は、利用日の６カ月前から利用日の５日前までに受け付けたものとする」というようなこと

が書いてありますけれども、そこのあたりはどういうふうにお考えなのか、お尋ねしたいと

思います。 

○議長（田口好秋君） 

 暫時休憩します。 

午前10時43分 休憩 

午前10時43分 再開 

○議長（田口好秋君） 

 再開します。 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 すみません、訂正をいたします。 

 さっき議員が申されたとおりの施行規則となっておりますので、利用日の６カ月前から利

用日の５日前までの受け付けということで訂正をさせてください。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 そういうことで、今、担当課長が申されたように、利用許可の申請は６カ月前から利用日

の５日前までに受け付けるものとするということで第５条にうたわれております。そういっ

た意味では、このように取り扱いをされるということになります。 

 そして、文化ホールとか控室の使用料、利用日の30日までというようなことになっており

ますけれども、使用料は当然お客様から徴収をするわけですけれども、現在、今受け付けて

いる団体について、利用料30日前までというふうなことになっておりますけれども、徴収は

なされているかどうか、その点お尋ねしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 現在、仮予約ということで正式に申請が出ておりませんので、まだ利用料等は徴収してお

りません。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 
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○16番（西村信夫君） 

 仮予約というふうなことで言われましたけれども、もし、申し込んで期日に数日前になっ

て都合によりキャンセルした場合はキャンセル料も発生するかどうか。私、ちょっとわかり

ませんけれども、そこのあたりの見解はどうか。よその市町の文化会館とか体育館とか、そ

ういったところについてはどのような見解を示していくのか、その点お尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 即納した使用料については還付をいたしません。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 近くには文化会館も武雄とか、あるいは鹿島のエイブルとか、そういったものがあります

けれども、今回、社会文化会館がすばらしい施設として嬉野市に完成したわけですので、利

用度を上げるためにさらに努力をしなければならないと思いますが、大きな計画として、今

後どう稼働率を上げるために取り組まれるのか、その点お尋ねしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 昨日もそういう話が出ましたけれども、お話をいたしましたように、いわゆる嬉野市民の

文化振興、スポーツ振興のためにつくった施設でございますので、市全体の文化政策、スポ

ーツ政策を充実させて、できるだけ市民の方に御利用いただく施設として育てていきたいと

思いますので、今後組織的にもつくることになっておりますので、しっかり努力してまいり

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 そういった意味では、文化会館の稼働率をより一層上げてすばらしい施設を利用していた

だくと。そしてまた、嬉野市の経済にも活性化になるように取り組んでいただきたいことを
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切に願っておくわけでございます。 

 続きまして、第３項目め、舞台装置について、あるいは照明とか音響設備については、非

常に細部な機械設備が設置をされております。そういった意味では、既に担当の方も採用を

してそれぞれ周知をされながら今取り組まれておると思いますけれども、この機械、音響設

備についての保守点検については、先ほど申し上げられましたけれども、今後、委託契約を

結ぶのかどうか、そこのあたりを示していただきたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 通常、施設として管理するものは全て保守点検を委託していきます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 保守点検の委託についてはやっていくというようなことですので、そういった意味では、

１年間は担保をして保証があるというようなことですけれども、いろいろな方が御利用いた

だくためには、長く使っていただくためにもきちっとした整備、保守点検の充実を求めてお

きたいと思います。 

 それから、次に高校再編成計画についてお尋ねをいたします。 

 先ほど申し上げたように、高校再編について、本市では、嬉野高校、そして塩田工業高校、

これが県の再編計画に入っております。そういった意味では、嬉野市議会、そしてまた、嬉

野市あわせてこれに再編計画に反対という立場を明確にしておりますけれども、今後どのよ

うな方向になっていくのか。そしてまた、10月はある一定の方向性を示すというようなこと

を県が示しておりますけれども、今後の経緯について求めたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今回の高校再編が、いわゆる計画が発表されて以降、嬉野高校の保護者会の皆さんとかい

ろんな方から御意見をいただきました。私自身もこのことについては非常に重く受けとめて

努力をしてきたところでございまして、嬉野高校、塩田工業、それぞれ60年の歴史ある学校

でございますので、ぜひ存続をしていただきたいということでお願いをしてきたところでご

ざいます。 
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 県のほうにもいろいろお話をしておりまして、県としてもできる限り嬉野市の皆さん方の

要望等についてはお答えをしていきたいということで検討をしていただいておりますけれど

も、県全体の高校再編計画の中で、まだ最終的な結論は出しておられないということだろう

というふうに思っております。 

 先般、私どもが出しました要望書に基づきましてお話をいただきましたのは、いわゆる完

全な統合というようなことではなくて、校舎制ということも考えられるというふうなことで

ございました。私どもとしては、県としては嬉野市の考えも十分理解をしていただいている

とは思いますけれども、まだ私どもの希望しておりますものとは中身がちょっと違っており

ますので、もう一回県のほうにも御努力をお願いしたいというふうに思っておるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 この間、説明をいただきましたけれども、県のホームページにも載っておりまして、具体

的な再編計画というようなことですけれども、鹿島・藤津地区、平成30年までということで

すが、鹿島におきましては、鹿島高校と鹿島実業高校、ここについてですけれども、上記の

案について必要に応じ、普通科については現鹿島高校の校舎を、商業科、家庭科については

現鹿島実業高校の校舎を利用することも検討するということで載っております。嬉野市にお

いても恐らくそういうふうな方向じゃないかと思いますが、そこのあたりをきちっと示して

いただきたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今申した以上のことについては県のほうから説明はあっておりません。校舎制ということ

を考える方向もあるということで説明を受けたところでございます。そういう点で、県のほ

うとしては、嬉野市及び市議会、また、高校の同窓会の皆さん方の御意見も十分踏まえて検

討しましたということでございました。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 そこの下のほうに、塩田工業高等学校、嬉野高等学校、塩田工業高等学校は嬉野市にあり
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ますけれども、この関係については、先ほど申し上げたように、必要に応じて、工業科につ

いては現塩田工業高等学校校舎を、総合学科については現嬉野高等学校校舎を利用すること

も検討するというように書いてありますが、先ほど校舎制と言われましたけれども、校舎制

というのを具体的に示していただければと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今、御説明をしたとおりでございまして、いわゆる校舎を残すということで検討をしてお

られるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 そういうことで、これから10月に向けて恐らくこの問題については大きな問題になってい

くのではないかと思いますが、嬉野市としても、嬉野高校、そしてまた塩田工業、歴史ある

高校を存続するという立場で私たち議会としても、執行部としても取り組んでいかなければ

ならないというようなことに思っております。 

 具体的なものについては県のホームページを見ていただければわかると思いますが、白石

とか、あるいは佐賀農業とか厳木とか、そういったものをあわせて校舎制というようなこと

も、残す意味合いで明記をされている模様でございます。そこのあたりをしっかり取り組み

ながら高校の再編成に向けて取り組んでいかなければならないと思っております。最終的に

は、議会、そしてまた嬉野市、そしてまた、一番大きな地域のそれぞれの方の御意見をいた

だきながら判断をすべきではないかと思いますが、地域の判断の人たちについてはどのよう

にお考えなのか、その点お尋ねしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 最終的な結論というのは、当然、県の施設でございますので県が出されるということでご

ざいますが、私どもとしては、今まで続けてまいりましたとおり、多くの市民の方、また同

窓生の方、卒業生の方、いろんな意見を聞いておりますので、その意見をやはりストレート

に嬉野市の意見として県のほうにお伝えをしていくということで努力をしていきたいと思い

ます。 
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 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 嬉野高校、塩田工業の存続に向けて、市も、そして議会も、そして市民も総出で存続に向

けて努力をしていかなければならいと私は思っております。 

 次に、最後に、塩田中学校についてお尋ねをしたいと思います。 

 おかげさまで８月25日から塩田中学校が、ここの子どもたちも新校舎に入って勉強をする

ようになっております。立派な校舎が建設をされ、そしてまた子どもたちも大変環境にふさ

わしい学びやとして今頑張っておられるわけですけれども、今回、建設に当たって、市長を

初め執行部の皆様方を含めて御苦労いただきましたことを心から厚くお礼を申し上げておき

たいと思います。 

 さて、中学校についてなんですが、引っ越しは終わっていよいよ勉強、学習面についても

進んでおりますけれども、教育環境に必要な機材とか、あるいは備品の整備とか、その部分

についてはもう完備されたのかどうか、不足しているところがあるかどうか、その点求めた

いと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 おかげさまで完成をいたしまして、今子どもたちが既に新しい校舎で学んでいるところで

ございまして、最終的には年度内いっぱいにまた取り壊し等の課題もありますので、しっか

りやってまいりたいと思っております。 

 今お尋ねの備品、それからまた、大きな設備等について、落成したばかりでございますし、

また、旧校舎で使っていたものを原則利用していこうということでやっておりますので、た

だ、建物自体が新しくなりましたので、実際、使ってみないとわからないと。また、不具合

の点も出てくると思いますので、これにつきましては、今現場でも検討していただくと思い

ますので、次年度の予算ぐらいにはまた新しい形で計上させていただいて、足らないもの、

またはかえたほうがいいものについては、これはもう前向きに考えていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 今のところは子どもたちに不自由がないように努力を、整備をされておるというようなこ
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とで安心をしたわけでございますが、本当に御苦労であったかと私は思っております。 

 加えて、１つ問題点などが２項目めに書いておりますけれども、立派な校舎が完成をした

ものの、雨が降った場合、通路、渡り廊下に雨が降り込むという状況を私は真に受けて、こ

れは大変だということで質問を出しておりますけれども、状況を見ますと、渡り廊下を傘を

差して渡らんばいかん状況になったわけですよね。そこのあたりの今後の改善とか、そうい

った具合についてどういうふうに担当課として考えていらっしゃるのか、お尋ねしたいと思

います。 

○議長（田口好秋君） 

 建設部長。 

○建設部長（中尾嘉伸君） 

 お答えをいたします。 

 確かに議員御質問のように、現況的につきましては、生徒さん、それから先生方、関係者

の方には非常に迷惑をおかけしているというふうなことで思っております。 

 今の質問の件でございますけれども、今、教室、あるいは校舎等につきましてはおかげさ

まで間に合ったわけでございますけれども、今現在も外構工事とか一部の工事につきまして

はまだ工事中でございますので、申しわけございませんが、今の工事の中にその工事につき

ましても入っておりますので、当分迷惑をかけますけれども御理解をいただきたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 まだ若干工事が残っておるということは私も認めております。そういった意味では、若干

子どもたちにもそこのあたりを、雨降りとか不自由かけるかと思いますが、早急にこれは改

善していくべきものと私は考えておるところであります。今後担当課としても努力をして、

子どもたちに万全な状況の中で勉強ができるように整備をしていただきたいと思っておりま

す。 

 最後に、加えてですけれども、今の中学校、旧校舎なんですけれども、あそこに運動場が

できるわけですけれども、取り壊しをして、そして、運動場の完成するまでの運びについて、

おわかりやったら示していただきたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 お答えをいたします。 
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 今、議員御質問のグラウンドの整備でございますけれども、一応、現在の校舎の取り壊し

を９月末ぐらいから予定をいたしております。校舎の解体後からの着工となろうかと思いま

すので、できるだけ来年の３月までには整備を行いたいとは思っておりますけれども、天候

の都合、また解体等にかかります期間が若干長くなった場合は、年を越す、年か年度をまた

ぐこともあるのではないかなというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 ９月末から取り壊しをして、そして、来年３月までをめどとして完成をされたいという計

画のようですけれども、これは年度内に完成をするようにさらに努力を重ねていただきたい

と思っております。 

 加えて、今の新校舎の下のほうはまだ駐車するスペースはあると思いますが、舗装はまだ

してはおりませんけれども、あそこに駐車することも可能なのかどうか、その点までお尋ね

したいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 お答えをいたします。 

 現在、今、御質問の件につきましては、中学校が若干上げてつくっておりますので、その

下に駐車が可能かという御質問と思いますけれども、あそこにつきましては、駐車をするス

ペースではなく、ちょっと大雨時等に、あそこにつきましてはちょっと遊水機能を持たせる

というような状況でございますので、駐車につきましてはできないというふうに御理解いた

だければと思います。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 西村議員。 

○16番（西村信夫君） 

 スペースとしては入るんじゃないかなと思っておりましたけど、遊水地というような計画

をされてつくったと言われておりますので、そういった意味では、今後それぞれまだまだ細

部な整備が必要かと思いますが、しっかり子どもたちの学びやとしてすばらしい施設を完成

できるように重ねてお願い申し上げまして、私の質問といたします。 

○議長（田口好秋君） 

 ちょっと待ってください。 
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 先ほどのリバティの社会文化会館の西村議員の質問に対して追加の答弁がありますので。

企画部長。 

○企画部長（中島憲郎君） 

 申しわけございません。 

 先ほど使用料の既納の分のキャンセル料は発生するのかという御質問で、担当課長の答弁

では、使用料は還付しないということで答弁をしたと思いますが、文化会館の条例の第７条、

使用料、第３項で、「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認

めるときは、その全部又は一部を還付することができる。」というふうなことでなっており

ます。このただし書きにつきましては、施行規則の第10条、使用料の還付ということで、

「使用料の還付を受けようとする者は、社会文化会館使用料還付申請書を市長に提出しなけ

ればならない」ということで、この会館の使用料の還付の額につきましては、「利用者の責

めによらない事由により会館の利用ができなくなったとき 全額」、また、「利用者が利用

の日の２日前（ホール等については、30日前)までに利用の取りやめ又は変更を申し出て市

長が相当の事由があると認めるとき 半額」というふうなことになっております。 

 以上で追加の答弁とさせていただきます。 

○議長（田口好秋君） 

 これで西村信夫議員の一般質問を終わります。 

 引き続き一般質問の議事を続けます。 

 ４番増田朝子議員の発言を許します。 

○４番（増田朝子君） 

 議席番号４番、増田朝子でございます。８月20日未明に起きました広島県の平成26年８月

豪雨では多くの方が亡くなられ、大惨事となりました。お亡くなりになられた方々の御冥福

を心からお祈りするとともに、被災された方々にお見舞いを申し上げます。 

 では、ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告書に従い一般質問をいたします。

傍聴席の皆様におかれましては、早朝よりまことにありがとうございます。今回の質問は大

きく４つ、防災対策について、地域コミュニティについて、子ども・子育て支援新制度につ

いて、少子化対策についての質問をさせていただきます。 

 我が嬉野市では、７月３日の集中豪雨、７月９日の台風８号は未曽有の台風との情報に基

づき対策本部の設置がなされ、台風８号では市長名で市民に対する自主避難の呼びかけがあ

りました。行政職員の方々には連携をとってもらい、避難所開設に向けて御尽力いただきま

した。聞くところによりますと、避難所開設は初めてのことと伺います。２回の対策本部開

設から解散までの首長としての所感を市長にお伺いいたします。 

 今回は防災に関しては同僚議員からの質問もあり、重複するところもあるかと思いますが、

よろしくお願いいたします。 
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 再質問は質問席からさせていただきます。 

○議長（田口好秋君） 

 ただいまの質問に対し答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 増田朝子議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、防災対策についてということでございまして、１点目の私の所感

をということだけお答え申し上げます。 

 ７月３日の集中豪雨と７月９日の台風８号について、集中豪雨、台風８号の２回の災害対

策本部の設置から解散までの市長としての所感を伺うということでございます。 

 嬉野市は平成２年災を最後に、幸いに大規模な被害を伴う災害が現在まで発生しておりま

せん。近年の災害につきましては、福岡県、熊本県、長崎県、広島県など西日本、特に九州

北部で大規模災害が数多く発生しております。地球温暖化に伴う異常気象と言われておりま

すが、今やこの発生頻度はこれが当たり前の状況になったような印象でございます。幸運に

も強い雨雲が嬉野市上空を通らなかったため、大規模災害から免れてきましたが、今回につ

きましては相当の雨量があったところでございまして、嬉野市が広島市のような大規模な災

害に見舞われないとも限らない状況でございました。広島市におかれましては、現在も救出

等において大変な御努力をしておられるところでございまして、心からお見舞いを申し上げ

たいと思います。想定外ということでは済まされないという強い危機感を持って対処をした

ところでございます。 

 所感につきましてでございますけれども、当然、私自身も長い間、努力をしてまいりまし

たし、先人の方々も災害対策につきましては懸命に努力をしてこられました。特に私どもに

つきましては、全国でも、いわゆる暴れ川という評価が出ておりました塩田川を中心とした

地域でございますので、塩田川の治水等につきましては多くの方々が御努力をしてこられた

ところでございまして、私自身も長い間、努力をしてきて、成果が何とか得られたんではな

いかなというふうに思っておりまして、先人の方々に心から敬意を表したいというふうに思

っているところでございます。 

 ただ、最近の雨量等につきましては、以前の予想を超えるような降雨の形でございますの

で、今後ともしっかり努力をしてまいりたいと思います。 

 ７月３日につきましては、気象庁より10年に一度の集中豪雨との情報提供があっておりま

したので、警報発令後、午前８時50分に災害対策本部を立ち上げ、早目の自主避難を呼びか

け、午前９時30分に避難所を開設したところでございます。初めて避難所を開設したところ

でございますが、地域の皆さんや避難所の担当職員、保健師等の協力によりまして素早い対

応でありましたが、十分な対応ができたというふうに思っております。ただ、課題につきま

しても、現在、いろんな意見をいただいておりますので、次回につきましてもそのようなこ
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とがないように、十分努力をしてまいりたいというふうに考えておるところでございまして、

今回の災害等の対策につきましては、本当に市民の皆さん方の御理解で何とか乗り切れたと

いうところが私の所感とするところでございます。 

 以上で増田朝子議員のお尋ねについてお答えとさせていただきたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 ただいま市長の所感をお伺いできました。 

 今回の自主避難に関してですけれども、市民に対しての呼びかけはどのようにされました

でしょうかということでお伺いしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 お答えをいたします。 

 ７月３日につきましては、先ほど市長が答弁されていましたように、８時50分に災害対策

本部を設置いたしまして、その後、９時17分に避難準備情報ということで塩田地区の行政区

に対して避難を呼びかけたというところでございます。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 確認ですけれども、この決定事項として行政嘱託員に地区公民館の開設を要請されていま

すが、自主避難の場所は行政の指定ではなくてよかったのでしょうか。公民館でもというこ

とですけど。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 お答えをいたします。 

 ７月３日ではなくて、それは７月８日から10日にかけての対応でございまして、そのとき

は時間的に災害対策本部をつくった段階からタイムラインの手法を用いた検討を行ったとい

う市長の答弁もございましたけれども、公民館のほうにも自主避難があれば、そちらのほう

で対応していただけないかということで行政嘱託員の方に公民館の開設をお願いしたという

ところです。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 
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 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 確認ですけれども、今回、自主避難の場合は基本的には寝具、水分、食料は持参と放送と

かもありましたけれども、そうでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 自主避難の対応といたしましては、そのような対応になるというふうに認識をしておりま

す。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 その中で、今回の自主避難に関して備蓄倉庫からの支給は何もなかったんでしょうか、市

からの。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 そういう備えをしてくださいという放送はいたしました。でも、準備をできないというこ

とも想定をいたしましたので、各避難所に10人分ぐらいのベッドとか、あるいは毛布、それ

から水ですね、そういったものを配置したというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 今回、私は吉田地区で自主避難された方々の避難所に行きまして、お話をお伺いしました。

西吉田地区公民館に避難されていましたけれども、こちらは３日の大雨のときに１人でおら

れた高齢の方が、そのときは１人で家にいたけど、やっぱりとても不安だったと、それで、

今回の台風の予報が大きかったので、本当、心臓がどきどきするぐらい不安だと言われて、

そのときに地元の方に相談されて、公民館に避難したいと、大きい小学校の体育館は嫌だと

いうことで言われ、そのときにそこの区長さんがひとり暮らしのほかの５人の方に声をかけ

られて公民館に避難されたんですけれども、報告では６名でした。でも、翌朝、その公民館

に訪ねていきました。実際のところは４名の方が地区の公民館に避難されたということを確

認しております。 

 また、岩ノ下地区の高齢のお二人がいらっしゃるんですけれども、男性は避難行動要援護
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者ということで福祉避難所の設置をされ、職員の支援のもと、特別養護老人施設に避難され

たと確認しておりますけれども、もう一方の女性は近くの集落センターに避難されました。

このことも行政嘱託員さんはその当時は御存じなかったんですよね。というのを確認してい

ます。 

 ここで、福祉課との連携で福祉避難所の設置がされましたことで、福祉避難所についての

説明を担当課の方にお願いしたいんですけれども。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 福祉避難所につきましては、現在、４カ所の施設と協定を結んで、通常の避難所での生活

が厳しい方につきまして、そちらのほうで受け入れをお願いしているところです。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 では、その対象の施設はどこにありますか。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 １つが特老済昭園です。もう１つ、特老済昭園の中の清涼館です。それと、美笑庵、それ

と、特老うれしのの４カ所です。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 行政嘱託員さんや民生委員さんが区民の方の避難を把握しておられなかったりとか、避難

のあり方、誘導の仕方が一本化されていなかったんじゃないかと、今回、私は感じたんです

けれども、その情報が行政から行政嘱託員の方に集まるようなシステムに対応がスムーズに

いかなったんじゃないかなと感じました。これが大惨事だったら、人員確認とか、本当に混

乱していたと思われますが、平素より報告のシステムをきちんとマニュアル化しておく必要

があると思いますが、災害対策連絡室から各行政区への連絡、連携はどのようにされたんで

しょうか、担当課にお伺いいたします。 
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○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 お答えをいたします。 

 自主避難を呼びかけた段階で、７月８日、９日の段階では市内全域に置くというお知らせ

をいたしております。特定の行政区ではなくて全域に対して行っておりますので、それで行

政嘱託員の方には周知をしたというふうに認識をしております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 そのときに、やはり自主避難はされても、避難された方を行政嘱託員の方が本当に把握し

ていないと、あの方はどこに行ったんだろうかとか、ほかの探される方もいらっしゃると思

いますので、そういうことはちょっと徹底していたほうが、行政としてはどこそこに何人避

難されていますよということをもう一度行政嘱託員さんに確認の連絡はされたほうがいいん

じゃないかなと思いますけれども、その点はどんなでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 お答えします。 

 基本的に避難所というのは、今回の場合については９カ所の指定をしておりました。そこ

には職員を配置して、どういった人間が来ているのか、あるいは病気をしている方がいない

かとか、そういったチェックまで行いました。後で、例えば、西吉田公民館とか万才の公民

館ですか、そちらのほうにおられるという情報をいただきましたので、多分そちらのほうに

も保健師が行ったんではないかというふうに思います。その中で、例えば、さっき言われた

ように、要援護者ですか、そういう方がいるということがわかって福祉避難所に配置をした

ということで、ある程度の連携はできていたというふうに私は思っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 ちょっと前後しますけれども、先ほどの避難行動要援護者の制度は、私もこの制度がある

というのを今回初めて知ったわけですけれども、避難にかかわった宅老所の所長も知らなか

ったということでした。行政嘱託員、民生委員並びに福祉関係者には情報としてこういう制



- 284 - 

度があるというのをきちんと周知しておくべきと思われますけど、担当課、いかがでしょう

か。 

○議長（田口好秋君） 

 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中昌弘君） 

 お答えいたします。 

 災害時要援護者の名簿につきましては、今回、７月９日の台風８号の時点でその名簿を災

害対策本部の総務課のほうに示して、消防関係と、それから、行政嘱託員、民生委員さん分

は準備をいたしておりました。福祉関係の全ての施設には準備はいたしておりません。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 今後、そういったケースになる場合もあると思いますので、ぜひ福祉施設関係には、そう

いう制度があって、どこそこにそういう方がいらっしゃったら、すぐ行政に連絡をとって対

応していただきたいということを周知していただきたいと思いますけれども、いかがでしょ

うか。 

○議長（田口好秋君） 

 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中昌弘君） 

 お答えいたします。 

 今回、災害対策基本法の一部改正に基づきまして、今年度から避難行動要支援者名簿の策

定が義務化されております。それで、同意を得た者に関しましては支援者に名簿を開示する

ような形になりますので、今後、そういうふうなことで対処したいと考えております。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 今回、先ほど避難された方でも岩ノ下の方では、近くに川があって、ダムができる前は本

当に心配するようなというか、本当に命の危険を感じるような洪水災害があったということ

で、物すごく防災とか避難に関しての意識が高くて、自主避難されたわけなんですけれども、

その方は自分から行政のほうに連絡をとって、どこに避難したらいいですかということを電

話されたそうです。それと、先ほどお聞きしましたけれども、自主避難に対しては食料とか

というのをお聞きしたんですけれども、女性の方は押し車にお布団とか次の日の御飯ですね、

電気釜を持って、本当に自分の力で鍵を借りていかれたというお話をお聞きしました。それ
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ほど、やっぱり高齢者の方とか、ちょっと雨が降れば本当に心配されることがあると思いま

す。最近はなかなか晴れの日が少ないくらいに大雨が降るので、また何か災害が起きないか

なと、本当に日々心配の毎日で私もあるので、高齢者の方もそうだと思います。 

 今回の自主避難の呼びかけを通して、避難所の選定、避難手段、台風情報、トイレ、暑さ

対策の課題が資料をいただきましたときに上げられていますが、今後の対策としてのお考え

をお聞きしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 確かにそういった課題があるというふうに認識をしております。全部の施設について、例

えば、暑さ対策については扇風機を配置するとか、あるいはテレビを配置するというような

ことをできる範囲で進めたいというふうに思いますが、少人数の場合はそういったことであ

る程度対処ができるとは思うんですが、1,000人単位のオーダーで避難が出た場合について

は、第１次の避難の目的というのは、命を助けるといいましょうか、そういったことだと思

いますので、言ってはあれですけれども、多少の不便というものはいたし方ないのかなとい

う気持ちはしております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 今回は本当に心配していたこともなく、避難する方も少なく、大きい体育館に１人、２人

とかの状況だったんですけど、大勢の方の避難のことも考えての対策と思われますけれども、

今回に関しては近くの公民館とか集落センターとか、そこに避難された方が多くて、安心し

て避難されたかと思います。今後ともそういう避難に関しては連携をとっていただいて、あ

と、やっぱり地元の行政嘱託員さんとか民生委員さんともスムーズな連携ができるようにお

願いしたいと思います。 

 続きまして、防災備蓄倉庫についてお伺いいたします。 

 本市の備蓄倉庫の設置場所はどこでしょうか、お尋ねします。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 お答えをいたします。 

 １つは、嬉野庁舎の敷地内にございます。もう１つは、塩田小学校の東側にふれあいセン

ターというのがございますけれども、そこの隣に隣接をして設置しております。 
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 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 備蓄倉庫は、嬉野は市役所じゃないですか。（「庁舎」と呼ぶ者あり）ですね。はい、わ

かりました。 

 では、防災備蓄倉庫ができる以前はどこにどのようにされていましたでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 お答えします。 

 一部は塩田庁舎の４階、あるいはその下の、今、消防の車両をとめておりますけれども、

そちらのほうに備蓄をしておりました。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 ありがとうございます。 

 資料では、人口の５％の1,500人掛ける３食、4,500食が必要であり、現在、本市では備蓄

中の主食が1,800食程度とあります。これは３分の１の備蓄になりますけれども、不足分は

どのようにされようとお考えですか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 お答えをいたします。 

 食料につきましては、一遍に1,500食分買ってしまいますと、廃棄の時期が同一になって

まいりますので、ずらして購入するという方法をとっております。あと３年間ぐらいで基準

の4,500食ですか、そちらの分を備蓄したいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 ありがとうございます。 

 資料の中で、また、アルファ米100食分が平成28年に賞味期限になるとあります。この非
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常食の取り扱いは自主防災組織に配付するとありますが、どこのことでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 実は今年度につきましても、缶入りビスケットが280缶、満期になるといいましょうか、

廃棄する直前まで行きますので、その分につきましても各コミュニティに均等に配付をした

いというふうに思います。次の場合についても、100食分ということですから、例えば、防

災訓練のときに配付をして実際味わっていただくとか、そういった方法をとりたいというふ

うに思っています。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 提案ですけれども、私も以前、ボランティアで参加しました日本赤十字社佐賀県支部のイ

ベントで、防災月間のイベントのときに、大型スーパーとか駐車場で非常食の試食や防災グ

ッズの紹介、パネル展とかのイベントがありましたけれども、現在はちょっとどのようにさ

れているかわかりませんけれども、本市でも市全体で防災の日を設定されて、防災意識を高

めるために非常食の試食とか、備蓄品の紹介を兼ね、皆さん言われるのは、備蓄品ってどう

いうのがあるんだろうかとか皆さん思われていらっしゃるんです。このようなイベントをさ

れてはいかがでしょうか。市長、どんなでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 非常に必要なことだということで、自主防災組織を今からずっとつくっていただいており

ますので、そういう組織の中ではぜひやっていきたいというふうに思っております。 

 また、日赤についても、私も現場に行きましたけれども、日赤としても予定をつくって県

内全域でしておられますので、そういうタイミングがまた合えば、多くの方が参加していた

だくんではないかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 今、市長がお答えいただきましたように、やっぱり防災意識を市民の皆さんがそれぞれ高
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めていただくために、コミュニティの自主防災組織もそれぞれしていただきますけれども、

市全体で取り組んでいただけたらと思いますので、もしよろしかったら、そういう機会があ

りましたら取り組んでいただきたいと思います。 

 続きまして、防災訓練についてお伺いいたします。 

 ８月24日に伊万里市で、伊万里市60周年記念事業の伊万里市防災・減災フォーラムにおい

て元鳥取県知事、片山善博氏による講演があり、行ってまいりました。そのときのがこれな

んですけれども、（資料を示す）地域にとって最も何が必要かといえば、安全と教育、防

災・減災は自治体の仕事としては地味で余り評価されにくいが、伊万里のように日ごろから

重視して取り組む姿勢は重要だと片山氏は言われていました。それで、自治体のトップに関

心がなければ、職員の士気も下がる。今回の広島の土砂災害の検証作業を踏まえて、自分た

ちの教訓にかえる取り組みが大事だ。日ごろからの備えが重要と訴えられました。 

 そこで、伊万里市の防災意識を高めるための施策として、災害専門部署、防災危機管理課

というのがありますけれども、そこの中でも市民の安心・安全のために「わがまち・わが家

の防災マップ」の作成とかをされています。８月末に発表された国の概算要求でも、防災、

少子化対策に重点が置かれています。 

 そこで、本市においての防災関係の担当はどこでしょうか。それで、何人担当の方はいら

っしゃいますか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 お答えをいたします。 

 総務課で担当をいたしております。私、それから、塩田庁舎のほうには２名、防災担当が

おります。嬉野庁舎にも２名、防災担当が駐在をしております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 では、今後は高齢化も進んで、この異常気象の中、今後、本当に確実に暮らしの中での防

災にかかわる事柄がふえてくると思いますけれども、そこの中で防災の専門部署を置くべき

と私は思いますが、市長、いかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 防災、また、いわゆる防犯ですね、両方とも非常に重視をしておるところでございまして、

今、担当課長が申し上げましたように、数少ない職員でございますけれども、両方の庁舎に

配置をして行っておるところでございます。 

 また、防災訓練等につきましても、旧塩田町のいろんな歴史的なことも考えてみますと、

非常に厳しい状況であるというようなことを考えておりまして、そういうことで県の大型の

大規模な防災訓練等につきましては、大体５年に１回ぐらいは塩田町の河畔を使って実際や

っていただいておるところでございまして、そういう点では何回でもやることが大事だと思

いますので、引き続き努力をしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 では、現在のままで担当の方で防災関係はされるということで、専門部署としてはまだ考

えられないということですね。専門部署としては、課としては考えられないということです

か。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほど申し上げましたように、防災、防犯については非常に重要視をいたしておりますの

で、全体的な人数の問題もありますけれども、組織の改編等があれば、また検討の状況にな

ってくるというふうに思っております。ただ、全体的な人員把握というのがなかなかできな

い状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 はい、わかりました。 

 では、先ほど市長からの答弁でもありましたけれども、現在のところ市単独での防災訓練

はなされていないということですかね。一応確認ですけれども、担当課に。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 お答えをいたします。 
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 昨年、塩田地区でしたけれども、市単独で防災訓練を行っております。今年度につきまし

ては、市役所の職員を対象として防災訓練を行っております。 

 山下議員の質問の中でもお答えをしましたけれども、来年度は嬉野地区で土砂災害の避難

訓練を実施したいというふうに考えております。その節にはぜひ議員の皆様方にも参加をし

ていただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 防災に関しては、伊万里市では市民が主体となっての伊万里市地域防災リーダー研修会と

いうのが昨年、2013年より、今月、９月19日に14回目の防災リーダー研修会が行われていま

す。また、楠久津地区という578名の地区があるんですけれども、そこでは60歳以下の方が

59％、60歳以上の方が41％、70歳以上の方が20％という構成になっておりますけれども、そ

こを15班に分けて、防災員として25名、各班には２名ずついらっしゃるそうです。それで、

月１回、サロンとして防災に関しての説明会をされているという情報をいただきました。 

 そういうのもありますけれども、あと、先ほど備蓄の食料品のことでありましたけれども、

例えば、賞味期限があるから一度には準備できないということですけれども、そういうとき

に災害のときに物資を調達していただける民間の方とか、あと、例えば人手が足りなかった

ら応援協定とか、あと、医療福祉施設の防災協定とか、平素からそういうのに備えて協定を

伊万里市はされているそうです。 

 本市ではそういう協定をどこかされていらっしゃいますでしょうか、お伺いします。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 お答えをいたします。 

 まず、市内の土木業者の方と災害時の協定を結んでおります。それから、昨年だったと思

いますが、プロパンガス協会の方と燃料供給の協定を結んでおります。食料の問題について

ですけれども、そういったプロパンガスで機具までお貸しいただけるという協定を結んでお

りますので、お米さえ準備できれば食料については確保できるものというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 
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 では、応援協定というか、人に対しての応援協定はないわけですかね。（「はい」と呼ぶ

者あり）すみません。例えば、今は土木関係、プロパン関係とか回答いただきましたけれど

も、じゃ、ほかに人手ですね、例えば、災害があった場合に人手とか本当に要るかと思いま

すけれども、そういう応援協定とか、あと、今、医療福祉関係の協定はありませんでしたけ

れども、どんなでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 直接そういった協定は結んでおりませんけれども、地域防災計画の中、あるいは県の地域

防災計画の中で相互に連携するというような規定がございますので、できるものというふう

に考えております。 

 個別にですけれども、先ほどに追加いたしまして、管工事組合とか、あるいは清涼飲料水

の自販機についても協定を結んでいる部分があります。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 これは本当に災害があった場合に何が起こるかわかりませんので、できる限り可能性があ

る分はいろんなところと協定を結ばれることを御提案したいと思いますけれども、市長、い

かがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私どもとしては、きめ細かに防災体制をとることが必要だということで、まず、県内でも

先駆けて自主防災組織を各地区につくっていこうということで、今、努力をしているところ

でございますので、まず、そこでいろんな話し合いができると思います。 

 それとまた、人の話でございますけれども、各自治体とも横の連携を結んでおりますので、

もし何かあって不足するということになりますと、お互いが協定に基づいて努力をしていく

ということでございます。 

 今、担当課長も申し上げましたように、いろんな業界の方も御協力をいただいております

ので、結果的にはそれがうまく機能しないとだめでございますので、議員御発言のように、

例えば、訓練をして、そういう方々も訓練に入っていただくとか、そういうことが大事では

ないかなというふうに思いますので、そういう方向で検討していきたいと思います。 
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 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 そのように市民の皆さんが意識を高めてもらうためにも、災害時にすぐに対応ができるよ

うにしていただきたいと思います。 

 また、あと市長も出席されましたけれども、県内の首長対象に防災セミナー開催の記事が

先月28日の佐賀新聞に掲載されました。この中に、2004年と2011年に豪雨災害を経験した新

潟県見附市、久住時男市長の講演で、防災対応のソフト面のポイントに、情報収集、分析、

判断、住民への情報伝達、住民避難を上げられています。あってはいけないことですけれど

も、いつ起こるとも限らないので、日ごろからの準備も必要だと思います。ぜひこれらのこ

との検討をお願いしたいと思います。 

 最後にですけれども、いろいろ対応についても回答いただきましたけれども、防災対策に

ついて最後に市長のまとめとしての御意見をもう一度お伺いしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 冒頭の所感で申し上げましたように、この嬉野市全体が非常に災害に遭ってきた歴史があ

るわけでございますけれども、幸いにいたしまして、ここ20年ぐらい大きな災害が起きてお

りません。これにつきましては、本当に多くの予算をお願いしながら防災対策をとってきた

成果も一つはあるんじゃないかなというふうに思っております。また、先人の方々の御努力

も、やはり今、成果になって出てきているということでございます。 

 ただ、それだけ災害に遭っておりませんので、議員御発言のように、万が一、災害に遭っ

た場合については相当な取り組みをしなくてはならないというふうに思っております。そう

いうことで、前の議員にもお答え申し上げましたけど、この前、今、議員御発言の講習会に

出させていただいて、非常に印象的でしたのは、いわゆる見逃し三振と空振り三振がありま

すけれども、見逃し三振というのが一番悪いということですね。空振り三振なら非常に評価

されるということでございました。どういう意味かといいますと、何事も恐れずに前もって

前もって対処すべきだということで、避難をお願いしても何もなかったやないかという批判

は当然、後から来ると思いますけど、その批判を恐れずに、避難体制については前もって前

もってやっていけということを講演会で聞かせていただきましたので、そういうことで、嬉

野市としてもできるだけ早目早目の対応をお願いしていきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 ありがとうございました。本当に今後とも防災関係に御尽力いただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 では次に、地域コミュニティについてお伺いいたします。 

 平成21年７月より久間地区、大草野地区、吉田地区、平成22年６月、五町田地区、平成23

年７月、轟・大野原地区、９月、塩田地区、10月、嬉野地区と、コミュニティが立ち上がり

ました。 

 今回、私はこの７カ所の事務所を全てお伺いし、お話を伺ってきました。本当に各コミュ

ニティの事務所の方は一生懸命に取り組んでいただいておりますが、それぞれ地域の課題を

たくさん抱えられています。合併当初からこの地域コミュニティの導入の話があり、審議会

も設けられたとお聞きします。 

 そこで、お伺いします。 

 各地域コミュニティの立ち上がりから現在の取り組みに対し、市長の所感をお伺いします。

それは市長が当初考えられた方向に向かっておりますでしょうか、お願いします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 地域コミュニティについてということでございまして、現在、市内７地区で地域コミュニ

ティが活動していただいておるところでございます。設立時期等、また、準備時期も少し違

いまして、いわゆる一番早いところでは平成21年７月、遅いところでは23年10月と、約２年

間の差があるわけでございまして、活動自体もそれだけの差があるというのは、この期間の

問題がありまして、それぞれの違いはあるのかなというふうに思っております。 

 それで、おかげさまで、議員御発言のように、それぞれのコミュニティでも非常に特色を

出して頑張っていただいておるところでございまして、地域の計画をつくっていただきまし

たけれども、ほぼその計画に従って進めていただいているのではないかなというふうに思っ

ております。 

 それと、心配しておりましたけれども、時間がたちまして役員さん等が交代される場合の

引き継ぎとか、そういうことを非常に心配しておられましたけれども、いろんな御苦労は十

分承知しておりますけれども、それぞれの役員の交代等もしていただいて、そして、新しい

感覚で取り組みを進めていただいているというところもございますので、私どもとしては今
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のところは計画どおりにしていただいているというふうに思います。 

 ただ、課題はもちろんあるというのは承知しておりますので、私どもも組織としてぜひ応

援をしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 今回、お話をお聞きする中で、それぞれの事務局長さん自体もコミュニティに対し温度差

があるなと私は感じました。それぞれの地域計画はここにいただいてまいりましたけど、そ

れぞれ調査を行って、地域計画を立てられたわけなんですけれども、その計画が10年ですが、

５年に一度の見直しとあります。 

 今回、久間地区、大草野地区、私の地元である吉田地区のコミュニティがことしで５年目

になります。この３地区の計画の見直しはどのようにされていますか、担当課にお伺いいた

します。 

○議長（田口好秋君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（田中秀則君） 

 お答えをいたします。 

 事務局長につきましては、それぞれ月に１回程度、会議を開いております。その中で、先

ほど申されました３地区の地域計画については５年を過ぎようとしております。それで、そ

の５年間の検証をして、改めるところ、また、新たに追加するところ、そういうものをそれ

ぞれの地域の中で、例えば、アンケート調査をとったり、それぞれ部会員の中で話をしてい

ただいて検証をお願いしますということでお願いをしております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 各コミュニティの課題を資料として提出していただきました。事務所の問題、地域コミュ

ニティ活動が住民へ浸透していないこともありますが、今後の執行部としての対策はどのよ

うにお考えでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 それぞれのコミュニティで課題については把握をしていただいておるわけでございますが、

全般的に意見として、今、約10年たとうとしておりますけれども、そういう中で、それぞれ

のコミュニティの中でやはり一番の課題は、コミュニティセンターのあり方ということが課

題になってきておりまして、これは予算がかかりますけれども、当初からコミュニティセン

ターについては私どものほうで努力をしていきたいということでやってきておりますので、

地区のずっと差はあると思いますけれども、まずはコミュニティセンターを充実させていく

と。そして、そういう中で、先ほどお話がありましたように、いわゆる地域の防災の拠点づ

くりとかいうことも組み合わせていきながらやっていければと思っておりまして、そういう

ような制度の研究もしていかなければならないというふうに思っておるところでございます。 

 そしてもう１つは、やはりコミュニティ自体が人を中心に動いておりますので、役に携わ

っていただく方が、役についていただく方が余りにも負担にならないように、いろんな地域

での広がりをつくり上げていただければなというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 今、役になられる方の負担にならないようにという市長の御答弁なんですけれども、実際、

いろんな区長さんとか一般の方にお聞きしましたところ、こがんコミュニティなんか要らん

とかいう厳しいお声とか、やっぱりなかなかこのあり方を理解してもらっていないというの

があるかもしれませんけれども、区長さん自身もちょっと負担になるとかですね、それとか、

学校が違うからちょっと違和感があるとか、役員でされている方もなかなか浸透していなく

て、コミュニティのあり方とか、今、区長をしているから嫌々しているとかですね、そんな

ふうなお声もお聞きします。 

 そんな中で、これまで島根県の雲南市を初め、いろいろな先進地視察に行かれたと思いま

すが、報告を受けています。資料をいただいています。その後、ほかに行かれたところとか、

そして、本市に参考になるもの、取り入れられるものがありましたでしょうか、担当課にお

伺いします。 

○議長（田口好秋君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（田中秀則君） 

 お答えをいたします。 

 そもそもこの地域コミュニティに関しては、最初、設立をするときは先進の福岡の宗像市

を参考にしております。そういう中で、今後、進めてまいりたいというふうに考えておりま

すし、宗像市のほうにも何回かお邪魔をさせていただいております。 
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 それから、これからは各地域コミュニティにおいても、資料のほうをお渡ししたかもわか

りませんけど、それぞれ宗像市、それから、熊本のほうにと。以前は雲南市のほうにもとい

うふうなことでございましたけれども、ある程度そういう情報を掌握しながら進めていきた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 先進地視察に行かれてはいらっしゃいますけれども、なかなか本市に取り入れるとか、そ

こをちょっと感じられないので、御質問をさせていただきました。 

 平成24年９月議会でも、一般質問の中でこのコミュニティのことを取り上げられています。

そこの中で、集落支援員の活用についての提案をされた議事録がここにあります。そこの中

では、市長はその集落支援員にぜひ取り組みたいとの答弁をされています。 

 私も６月議会において、別の視点で集落支援員の提案をさせていただきました。その集落

支援員という言葉が２年前にも出ていたということに私はちょっと驚いていたんですけれど

も、ちょっと後でまた触れさせてもらいますけれども、また、ここに基本方針の概要という

資料がありますけれども、これは平成17年に嬉野町塩田町合併協議会が策定したまちづくり

計画に、最優先事業として住民自治促進プロジェクトが掲げられました。基本方針はその内

容の実現に向けて、嬉野市においての地域コミュニティづくりを進めていくための具体的な

方針を嬉野市地域コミュニティ審議会から答申を受けて定めたものとあります。これを受け

て11の事業が掲げられました。 

 その中で、私がちょっと気になったのが、地域コミュニティ交付金、地域コミュニティ委

託事業、地域コミュニティ配置職員、市職員地域コミュニティサポーターチーム、情報発信

という項目があるんですけれども、その中で、地域コミュニティ交付金、委託事業は地域の

各種団体等に交付していた補助金などをまとめて一括交付して自由に使う、指定管理制度を

導入し、権限移譲をするとあります。これに関しては、各事務所にお話を聞かせていただい

た中で、やっぱり交付金の額がなかなか少ないとか、あと、もう少し権限を移譲してほしい

という意見もありましたけれども、ここに掲げられておりますけれども、これに関して市長

はどういうお考えでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 地域のサポーターについては、今、市役所それぞれが活動しておるところでございまして、
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支援員につきましては、ぜひ取り入れていきたいということで、実は雲南市のときに御視察

いただきましたので、地域コミュニティの代表者が集まっておられる組織がありますので、

そこで取り入れるということで御協議をいたしましたけど、もうしばらく待っていてほしい

ということでございましたので、サポーターで頑張っていこうということでやっておるとこ

ろでございます。 

 また、予算につきましては、いわゆる体制ができれば、いろんな形でお願いはできるわけ

ですけど、コミュニティの中身によって違いますけれども、幾らかほかの事業を地域から受

けられたりしてやっておられるところはあります。 

 そういうことで、私どもも指定管理とか委託とかできる分についてはやっていくというこ

とで、今、方向は出しておるところでございます。受けておられるところも幾らかはおられ

ますけれども、これからふえていけばと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 その指定管理なんですけれども、部分的じゃなくて一括してコミュニティに全て、いろん

な交付金がありますけれども、一括して指定管理にしていただければなと思います。 

 次に、この地域コミュニティに関する情報を市報とかホームページに掲載されております

でしょうか、担当課にお伺いします。 

○議長（田口好秋君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（田中秀則君） 

 お答えをいたします。 

 各地域でそれぞれコミュニティだよりとかを出されております。それで、各戸に配布をさ

れております。 

 市においては、今、それぞれの地域コミュニティのサイトといいますか、ホームページの

ほうにする計画をしております。すぐできるように、今、体制をつくっておりますので、も

うしばらくお待ちいただきたいと思います。その中に各それぞれの地域コミュニティの情報

について発信するような形をとるように予定しております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 先進地である地域コミュニティの活動が盛んなところは、まず、ホームページが充実して
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いると思いますので、そこのところを早急に準備していただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

 次に、コミュニティスクールのことについてお伺いします。 

 コミュニティスクールの事業の現況を教育長にお伺いします。 

○議長（田口好秋君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答えをいたしたいと思いますが、全国的な傾向をちょっと若干触れさせていただきます

と、平成26年４月現在、全国で1,919校ございます。小・中学校がほとんどでございますけ

れども、幼稚園、高校、支援学校も含まれております。28年度ぐらいには文部科学省は3,000

校を目指すということで年々広がっているところでございます。 

 本市におきましては、平成19年度に嬉野中学校、全国では194校目だったと思いますけれ

ども、スタートをさせておりまして、22年度には塩田中学校、24年度に吉田中学校、25年度

には大野原中学校を指定して、市内では中学校を先行して、してきているところでございま

す。そして、今年度、小学校８校全てを指定いたしました。 

 したがって、このコミュニティスクールでは学校運営協議会というのを設置しております。

その中で、特に、この学校運営協議会では校長先生がします学校経営方針、重点目標等を承

認するという一つの大きな役割がございます。そのほか、学校の状況について評価をする、

いわゆる学校評価と申しますが、それをする。それから、学校に対しての意見を述べたり、

あるいは学校に対する意見を言って、そして、市民の方にお伝えをいただくというふうなこ

とあたりをして、いわゆる一定の責任を持って役割を果たしていただこう、そして、学校経

営に参画をしていただくということでございます。そういったところが現状でございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 現状は了解いたしました。 

 今後、地域コミュニティとのかかわり方をお伺いいたしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 本市では合併当時から地域コミュニティということで取り組んでいただいておりますし、

学校ではコミュニティスクールということでございましたので、そういう中で、市民の方の

中から、いわゆるコミュニティと地域コミュニティの両方があるというふうなことで混線を
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している状況だということでございましたので、一昨年、いわゆる将来的には、やはり地域

の中にある学校づくり構想というのを文科省では進めております。コミュニティスクールで

いいますと、地域とともにある学校づくりなんですけれども、それに参画をしておりますの

で、将来的には地域コミュニティの中で学校も経営をしていくということですね。地域コミ

ュニティの中にある学校ということでございますので、幸い小学校区に７地域がございます

ので、そういう形で参画をしていこうということでございます。 

 したがって、具体的な例を申し上げさせていただきますと、現在も学校行事の中で昔遊び

をするとか、あるいはミシンの縫い方などがカリキュラムの中に出てまいります。そういう

ときに学校の先生ではどうしても十分できないというふうなときについては、地域の方にゲ

ストティーチャーとして入っていただいて、具体的には婦人会の皆さんあたりが多く来てい

ただいて、ＴＴという形で御指導いただくというふうなことも実施をしております。 

 そういったことで、学校ではやはりカリキュラムに位置づけておかないとそういうのがで

きませんので、そういったことで位置づけながら、地域にも出ていくと。例えば、増田議員

の地元では、吉田の葦筒神社で子どもたちが秋にしておりますけれども、そういうのも位置

づけをして出ていっているというようなことで、学校が出ていく部分と、それから、地域か

ら学校のほうに入っていただく部分、いわゆる双方向からの交流を進めていって、地域の中

にある学校づくりというのを進めてみたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 ありがとうございました。 

 今後もコミュニティスクールと地域コミュニティが一緒になって本当に取り組んでいって

もらえば、今、よく聞かれるのが、コミュニティの中にまだまだ若い世代の方の顔が見えな

いとかいうのがありますので、今、教育長が言われるように、学校のカリキュラムの中にど

んどん地域の方が入っていけたら本当に理想のコミュニティができるかと思います。よろし

くお願いいたします。 

 最後にですけれども、いろいろコミュニティに関して課題とかがございますけれども、こ

の７地区のコミュニティの共通課題が、市として今後どのような方向に進めようとしている

のかを示してほしいという強いお言葉がありました。このことが皆さんの共通の思いでした。

再度、市長に地域コミュニティの今後の方向性をお伺いします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 
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 お答え申し上げます。 

 これはスタートの当初からお願いしておりますけれども、今、高齢化、特に地域の社会が

変わってきておるところでございまして、以前のような地区単位では組織自体が持てなくな

ってきているということは既に嬉野市でも地区においては起きておるところでございまして、

そのようなことになりますと地域での活動が何もできなくなるということが予想されました

ので、合併協議会で話し合いをして地域コミュニティをつくろうということで協議が一致し

たわけでございまして、そのようなことからこの地域コミュニティがスタートいたしており

ます。 

 そういうことで、今の時代の流れをこの地域コミュニティを中心として地域で本当にまと

まっていただくと、一つの核になられるというふうに思っておりますので、私どもとしても

全面的に手をとりながら一緒にやっていきたいというふうに思っておるところでございます。

それぞれのコミュニティの地域自体のまとまりの中心が地域コミュニティになっていくと。

その中に、各区のあり方とか各団体のあり方というのが検討されていきますので、ぜひ今以

上に活動をしていただければと思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 では、先ほど言われました集落支援員さんとか、一生懸命されてはいらっしゃいますけれ

ども、人手不足だったりとか、なかなか地域の見守りまでできないとか、そういうのがあり

ますので、本当に最初に掲げました11の事業の目標に取り組んでいただけたらなと思います

ので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 では、次に移りたいと思います。 

 子ども・子育て支援新制度についてお伺いします。 

 子ども・子育て会議についての進捗状況を担当課にお願いいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 平成25年、昨年９月議会で子ども・子育て会議条例というのを議決いただいて、その後、

会議を３回開催しております。中身は、新制度の説明とか保護者へのアンケート調査の実施

等を行ってまいったところです。 

 今後につきましては、27年４月スタートに向けて、あと３回の開催を予定しております。

最終的には事業計画の策定に向けての開催ということで考えているところです。 
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 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 この子ども・子育て会議の条例に関しては、12月議会に提案されると思われますが、それ

までにパブリックコメントの予定はございますでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 12月議会に３つの条例をお願いすることで今考えておりますけど、今、議員おっしゃられ

たパブリックコメントで市民への周知も図っていきたいと思っております。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 ぜひパブリックコメントをしていただきまして、本当にニーズ調査をしていただきました

ので、それが市町村子ども・子育て支援事業計画に反映されるように市民の皆様にしていた

だいて、今後の子ども・子育て支援事業に生かしていただきたいと思いますけれども、この

ことを６月議会で私が白石町のホームページのことを御提案して、ホームページへの掲載を

検討すると回答いただきましたけれども、検討していただいたでしょうか、健康福祉部長。 

○議長（田口好秋君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 

 ホームページのほうに掲載をいたしておりますので、確認をいただければいいかと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 これは子ども・子育て会議とか新制度についての御案内ですか。 

○議長（田口好秋君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（徳永賢治君） 
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 お答えをいたします。 

 アンケート調査を実施しましたけれども、御承知のですね、その概要について掲載をいた

しております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 はい、わかりました。じゃ、ホームページで掲載されているということで確認したいと思

います。 

 次に、会議の情報公開ですけれども、伊万里市では全ての委員会、審議会、会議公開が運

用要領として平成12年より運用されていて、開催日もホームページで掲載されています。傍

聴も自由です。本市でも教育委員会の条例では傍聴できることになっております。御存じで

すか。（発言する者あり） 

 ですので、ほかの会議に関してはいかがでしょうか。これはどちらにお尋ねしたらいいで

すか。ほかの会議に関しては傍聴の──教育委員会は傍聴できると。 

○議長（田口好秋君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 定例教育委員会を傍聴されるかという話ですけれども、ずっとしておりますし、学校の校

長先生、教頭先生、主任ですね、それから、市長部局の方に動員をかけて、少ないもんです

から来ていただいて、入れております。議事録も作成しております。そういう形でやってお

りますが。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 いや、教育委員会のほうはちゃんときちんとした条例がございますので、ほかの会議に関

してはどんなでしょうか、お尋ねですけれども。これは傍聴の……（発言する者あり）はい、

ほかの会議とか審議会とかのですけど。 

○議長（田口好秋君） 

 総務部長。 

○総務部長（筒井 保君） 

 お答えいたします。 

 私たちの市長部局のほうでも、たくさんの委員会がございます。特に秘密会とかいう制度

を設けていない部分については、原則、公開を行っているところでございますので、傍聴で
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きるような形になっております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 じゃ次に、認定こども園について、内容はどんなものでしょう。なかなか市民の方ではち

ょっと理解しにくいところもありますので、内容についてお伺いいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 認定こども園につきましては、平成18年10月から開始された制度でありまして、一言で言

いますと、現在の幼稚園と保育園のそれぞれの特徴をあわせ持った施設と言えると思います。

今後、現在の保育園とか幼稚園もその施設の意向に基づいて認定こども園への移行が認めら

れることになっております。 

 特徴としましては、保育園につきましては、保護者が就労していなければ現在のところは

入れないとか、いろんな制約とかもあるわけですけど、認定こども園につきましては幼稚園

のような感じで就労していなくても入れるとか、そういった特徴があると思います。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 その認定こども園なんですけれども、今後、本市においては対象の園はございますでしょ

うか。申請が出されていますでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えします。 

 嬉野市におきましては、現在のところありません。それと、現在の幼稚園３園につきまし

ても、現在のところは来年以降もそのままの形で移行したいということです。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 
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○４番（増田朝子君） 

 はい、了解いたしました。 

 では、来年度も現行のままで幼稚園も保育園もされていくということですね。ありがとう

ございました。 

 それでは次に、学童保育についてお尋ねします。 

 ３月議会において、特別支援の必要な放課後の問題について支援学校と協議をしていきた

いとの市長の答弁がありましたけれども、そのことについての進捗状況をお伺いいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 進捗状況といいますか、現在の状況ですけど、現在はうれしの特別支援学校の生徒さんた

ちについて、特別支援学校のふれあいルームという教室で放課後児童クラブをたちばな会に

委託しまして実施しているところです。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 前回、３月議会では、児童クラブの中で支援の必要な子どもさんに対して何か連携をとっ

ていただきたいという質問をさせていただきましたけれども、その中で、支援学校の方と児

童クラブに関してお願いしたんですけれども、そのことの答弁だったんですかね。もう一度、

すみません。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 先ほど答弁したのは、あくまで特別支援学校の生徒さんのということで、現在、嬉野市で

は10のクラブで放課後児童クラブを実施しているわけですけど、その中に障がいをお持ちの

お子様が13名いらっしゃって、それぞれのクラブで利用をいただいているという状況です。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 では、現在はきちんと連携をとっていただいているということですかね、確認なんですけ
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れども。実際に支援の連携をとっていただいていると。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 特別支援学校との直接の連携ということではなくて、特別支援学校の生徒さんは特別支援

学校での放課後児童クラブを利用していただいているということで、市が直接社協とかに委

託しております放課後児童クラブの中に障がい児の方が13名利用していらっしゃるというこ

とです。ですから、直接の連携というと、そこまでの連携はないんじゃないかなというふう

に理解しております。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 このことに関しましては、私の思いとしては、市内にあります各学校の児童クラブに対し

て連携をとっていただきたいということをお願いしたつもりなんですけれども、よろしいで

す。 

 じゃ、次の質問をさせていただきます。 

 子ども・子育て支援新制度の導入に際して、これまでは指導員でしたけれども、新制度の

導入によってどのように変わりますでしょうか、お伺いします。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 現在の放課後児童クラブにつきましては、特に資格等については定めはありませんけど、

今度、新制度に移行した場合、放課後児童クラブの指導員というのが放課後児童支援員とい

う名称で、例えば、保育士とか社会福祉士とか、そういった資格を持った支援員の配置が義

務づけられております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 その中で、今、お聞きしましたけれども、児童の遊びを指導する者というのが従う基準の

中に出てきますけれども、この児童の遊びを指導する者、放課後児童支援員の方の、今は各

児童クラブ、主任制ではないのですけれども、主任制を要望したいんです。それは何でかと
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いいますと、今は主任制でないので、なかなか児童クラブの中でいろんな先生の考え方があ

ったり、そこの中で保育が進められていますので、どこの職場でもきちんと主任とか係長、

課長といらっしゃいますけれども、教室の中でもやはりきちんと役づけをお願いしたいと思

います。 

 その中で、子どもたちが、ああ、あの先生の言いんしゃっとは聞かれんけど、こっちの先

生のは聞くとかですね、きちんとした保育的な指針とか、そこら辺の共通認識とか共通理解

がなかなかできていないのが現状じゃないかと思いますけれども、この主任制に対してのお

考えはどんなでしょうか、お伺いします。 

○議長（田口好秋君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 

 主任制ですけれども、６月の議会で補正予算で計上をいたしまして、もう既に主任制度の

導入は社協のほうでしていただいております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 ６月議会で回答いただきました主任制というのは、一月単位の主任の交代制ということで

すけれども、私が言いたいのは、来年度、制度が変わるにおいて、この放課後児童支援員と

いうのができます。そこで、その方を主任とされて教室の中をまとめていただけたら、ほか

の指導員の方をまとめていただいて、本来の放課後児童クラブの目的に沿って、もっと質の

向上というか、それを図っていただきたいと思って質問させていただきましたけれども、お

考えはいかがですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 

 この主任制度導入に関しまして、事業主であります社会福祉協議会のほうとも協議をさせ

ていただいたところです。そういう中で、どういった主任制度をつくり上げていくかという

ことを検討いたしております。 

 まず、議員おっしゃるとおり、主任、組織でいえば係長、課長というのをはっきりつくっ

ていく方法があるわけですが、当然、その第１番目のことを考慮したわけですが、まだこの

児童クラブは発足をしたばかりで、指導員さんの認識といいますか、そういったレベルを向
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上させるためにまずは１カ月交代で主任になってもらって、放課後のあり方、実態なんかを

勉強していただいたほうがいいんじゃないかということをもちまして、まずは１カ月交代と

いう方法をとっております。 

 ただ、いつまでこれを続けるかというと、また今後の状況次第で、議員お考えのような制

度に持っていくこともあり得るというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 増田議員。 

○４番（増田朝子君） 

 では、ぜひその主任制を導入していただいて、主任がほかの今でいう指導員の方をきちん

と導いてもらって、一つの共通認識をしていただいたりとか、保育の質の向上に努めていた

だきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。 

 あと、各児童クラブの中で、先ほど言いましたように、加配のついていらっしゃるクラブ

がありますけれども、その加配の方が専門の資格を持たれている方が少ないんじゃないかな

というのを感じていまして、そこの中で、学校ともうちょっと、養護教諭の方とかスクール

カウンセラーの方とかと必要に応じて連携を図るというのがガイドラインにも載っています

ので、ぜひそれも進めていただいて、福祉課と学校教育課の方と協議をしていただいて、な

かなかそういう子どもさんに対しての専門の指導員がなかなかですね、ちょっとクラブの中

で集団の中での対応に苦慮されているというのがよく感じられますので、そこのところをよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 もう時間も来ましたけれども、最後の少子化対策については、本当に今、国においても一

番の重要課題の中にありますけれども、この質問に関しては次回に回させていただきたいと

思います。 

 この児童クラブについても、本当に地域の中で子どもたちを育てるという意味でも一番重

要な空間であり、居場所ですので、児童クラブの質の向上についてももっともっといろいろ

検討していただくところがあるかと思いますけれども、執行部の皆様におかれましては、本

当にいろいろあるかと思いますけれども、よろしくお願いしますということを最後に、私の

質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（田口好秋君） 

 これで増田朝子議員の一般質問を終わります。 

 一般質問の議事の途中ですが、ここで13時30分まで休憩をいたします。 

午後０時31分 休憩 

午後１時30分 再開 
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○議長（田口好秋君） 

 それでは、休憩前に引き続き一般質問の議事を続けます。 

 ２番宮﨑良平議員の質問を許します。 

○２番（宮﨑良平君） 

 皆様こんにちは。議席番号２番宮﨑良平でございます。議長のお許しをいただきましたの

で、一般質問をさせていただきます。 

 傍聴席の皆様におかれましては、お昼どきのお忙しい中、足を運んでいただき、まことに

ありがとうございます。昼食後の一番眠たい時間帯ではございますが、しばしおつき合いく

ださいませ。 

 さて、質問の前に、このたび８月26日に熊本市で行われた九州地区高校生介護技術コンテ

ストにおいて、嬉野高校チームが最優秀賞に輝きました。改めて、この場をかりてお祝い申

し上げます。嬉野高校においては、昨年、一昨年の全国大会においても最優秀賞に輝いてお

り、３連覇に期待したいところでございます。こういった優秀な若者が地元で仕事ができる、

または、したいと思う魅力的なまちづくりが私たちに課せられた使命だと考えさせられる出

来事でした。 

 それでは、一般質問に入らせてもらいます。 

 今回、大きく分けて２点お伺いします。１点目は企業誘致について、そして、２点目はス

ポーツ大会合宿誘致活動について伺います。 

 まずは企業誘致について。 

 人口減少、税収減に歯どめをかけるべく、今どこの地方自治体でも課題とされている企業

誘致です。嬉野市においても、企画・企業誘致課を置き活動されていると思います。 

 そこでお伺いします。①合併から現在に至るまでの本市の企業誘致活動の内容をお聞かせ

ください。２番目に、企業誘致ゼロ件という依然として成果が見えない現状に対しての新し

い取り組みや戦略、活動等、どのように考えているのか。最初に、この２項目について御答

弁いただけますでしょうか。 

 あとの質問及び再質問は質問者席よりさせていただきます。 

○議長（田口好秋君） 

 ただいまの質問に対し答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 宮﨑良平議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 １点目が企業誘致についてということでございます。合併から現在に至るまでの企業誘致

活動の内容についてということでございます。 

 合併以降の企業誘致活動といたしましては、主に関東、関西方面への企業訪問や企業誘致

関連の専門機関及び首都圏、関西、中京の佐賀県事務所等の訪問や、実際に進出した企業が
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参加するセミナーへの出席等、企業誘致に向けたアドバイスや情報収集を行ってまいったと

ころでございます。また、合併当初からは佐賀県の企業誘致の担当部署に職員を派遣いたし

まして、幅広い情報を収集してきたところでございます。 

 今後のことについてお尋ねでございますが、直接企業から承った話でございますが、立地

を検討する際に重視する点としまして、市場への近接性、原材料の入手の便、地価、国・地

方自治体の助成などがあり、立地コストを抑えるために居抜き物件と言われる既存の建物を

活用するケースもふえてきておるところでございます。また、動きのある業種としては、食

料品製造業や物流業、倉庫業などが挙げられるところでございます。 

 これらの現状を的確に把握し、企業のニーズに合った嬉野市として独自の提案を行うこと

で、企業誘致を単なる外発的な振興策ではなく内発的な地域振興策の一つと捉え、さまざま

な方策を総合的に組み合わせて取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 

 平成20年のリーマンショック以降、円高や東日本大震災や消費税増などの影響により、国

内及び佐賀県内においての企業の経済活動は、いまだ厳しい状況が続いているところでござ

います。 

 佐賀県の平成25年度の企業立地の状況を見ましても、件数は８件で、そのうちの多くが鳥

栖市周辺を中心とした交通の利便性の高い東部地区でございます。このような製造業におい

ては、依然として国内より海外へ生産拠点をシフトする動きが見られているところでござい

ます。 

 しかしながら、ようやく景気も回復基調が続いておりまして、最近では東京から地方へ企

業や本社機能を移転させる動きも見られるところでございます。このことは、地方の人口減

少を食いとめる地域振興策として期待されるところでございます。 

 嬉野市におきましても、今後は九州新幹線西九州ルートの開業を起爆剤とした効果的な企

業誘致の推進に向けて、基幹産業である観光業や農業を生かした関連産業の誘致は当然のこ

とながら、今後、成長が見込まれる福祉、介護事業、流通、物流事業、情報サービス業など

の分野にターゲットを絞りながら、企業誘致の実現に向けて、これまで以上に的確な企業ニ

ーズの把握や幅広いネットワークの構築を進めてまいりたいと考えておるところでございま

す。 

 以上で宮﨑良平議員のお尋ねについてお答えといたします。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 平成19年度から25年度までの企業誘致に関する資料というのをいただいております。その

中で一番目にとまったものが、企業の訪問数についてでございます。19年度から25年度まで

の７年間の間に、１年間７件の訪問が一番大きな数字で、平成22年度においては、実施事業
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欄に企業訪問なし、企業誘致土地除草、廃棄物撤去作業と記載されております。これについ

ては間違いございませんでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えいたします。 

 間違いございません。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 私、この訪問数を見て正直驚いております。 

 ちなみに市長、この訪問数、もちろんおわかりになられていると思いますが、どういうふ

うな感想をお持ちでしょうか。お聞かせ願えますか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 訪問する以前にさまざまな調整事項があるわけでございまして、そういう点で、常日ごろ

情報収集等も行っているところでございます。先方とのいろんな状況の中で、直接お話する

段階までには至らなかったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 ちなみになんですけど、企業誘致に関して、回られる専門の方、営業職みたいな方という

のはいらっしゃるんでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 専門の方というお話でございますけど、職員としてはおらないということでございます。

県とか出向した場合には県の皆さん方と一緒に回りますし、また、先ほどお話申し上げまし

たように、関東、関西となりますと、向こうに駐在しておられる方と一緒にずっと回ってい
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ただくというふうなことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 この企業誘致関連資料を見ていますと、訪問数がずっと１桁台なんですね。ほかの自治体

を見てみると、それこそ多いところで100件以上回っているところもございます。実際に今

の１桁の数字で企業誘致ができるのかというのが、正直すごく疑問に残ります。 

 私なりの見解なんですが、企業誘致に対して本当に真剣にやられているのかなというのが

疑問に残ります。そこに対して御答弁お願いします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 嬉野市の状況等を見ておりますと、やはり職場の確保ということが一番肝心でございます

ので、情報を集めながらやってきておるということでございます。ただ、現在のまちづくり

の中では、いわゆる職場の確保ということで、合併以降、福祉、介護関係の施設等について

は積極的に職場を確保したわけでございまして、製造業については、まだなかなかできてい

ないということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 私は思うんですが、原因が何なんでしょうか、ちょっとわからないんですけど、人手不足

とかそういうことじゃないでしょうかね。企業誘致に関して専門的に回る、もっと数多く回

るという人手が足りないんではないかと思うんですけど、そこに対してはいかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 情報としては、さまざまに収集をしているわけでございますが、そこに出しておりますも

のは、いわゆる物件と一致して、そして訪問して説明をするという段階でございまして、物

件の整備が、以前から話が出ておりますように、私どもとしては久間の工業団地その他を予

定しているわけでございますけれども、使用目的の変更ということが県全体でおくれており
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ますので、できるだけそこを早めていきたいということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 ここに関しては本当に真剣に取り組むべきだと思いますし、私個人的には、専門的な企業

誘致職、営業職を確保するべきではないかと思うんですが、それについていかがでしょうか。 

 あとは、平成26年度分の４月から間もなく半年になりますけど、今年度の事業内容という

か、実績というか、そういうものがあればお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今まで、いわゆる物件の確保ということをお願いしてきたわけでございますけれども、な

かなか物件が確保できておらないということでございます。今、非常にまた民間の方の御協

力等もいただきながら、対象物件をふやせるように努力をしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 今年度の活動状況といたしましては、佐賀県東京事務所、それから、日本立地センター、

４件ほど訪問を東京のほうでしております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 先ほどの御答弁でも今後しっかりとやっていくという御答弁でございましたが、正直なと

ころ、これらの実績等を見た限りでは、なかなか信用できる実績ではございません。 

 ちなみに、これは私なりの御提案なんですけど、企業誘致という形での雇用を生むという

ことだけに捉われずに、市内の起業──なりわいを起こすほうですね、起業をしたい方を募

りアプローチし、ちょっと時間はかかりますが、講師を招聘し、起業セミナー、勉強会等を

開催し、起業人、起業家としての人材育成を図るところから始めていくのも一つの手じゃな

いかなと思うんです。多少時間はかかるでしょうけど、そのほうが、起業して着実に雇用を

生むという形でいうと現実的ではないのかなと思っております。当然、そこに補助金投入と
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いう形になるでしょうけど、市長、今の提案に対してどう思われるでしょうか。お願いしま

す。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 非常に適切な御指摘だというふうに思っております。私ども、今まで商工会の皆さん方と

か県の商工部のセミナー等もやっておりますので、できるだけ参加してほしいということで

お願いをしておるところでございます。 

 先ほど申し上げましたように、保健福祉関係では、私どもの政策を理解していただいて、

嬉野市内で、いわゆる高齢者施設に御勤務だった方が独立してやっていただいているという

のがふえてきておりますので、職場の確保はプラスになってきているというふうに思ってお

ります。 

 ただ、先ほど言いましたように、製造業については、なかなかまだ厳しいということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 どちらにしましても、日本創成会議にて発表された人口減少における消滅可能性都市とい

うような最悪なシナリオにならないように、若い方々がしっかりと働ける安定した雇用の場

をふやし、結婚し、安定して子どもを産み育てられることが喫緊の課題だと思っております。 

 さて、次の質問に移ります。 

 スポーツ大会・合宿誘致活動についてです。 

 まずは第１項目め、全日本女子柔道、久光製薬スプリングス、女子野球オランダ代表チー

ム合宿など、ここ数年、スポーツによる観光誘致において目覚ましい実績が上がっていると

思われます。そこで、こうした誘致が定着するための今後のビジョンについて伺います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 以前よりプロ野球のオープン戦や高校総体など、大会等の開催実績があるわけでございま

して、近年では国内のトップチーム等のスポーツ合宿が誘致をできるようになりましたので、

積極的に行っているところでございます。 
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 ８月25日から30日までに行われました、佐賀県で初めてとなる海外ナショナルチーム合宿

の女子オランダ野球チームのワールドカップ直前キャンプということで、既に実施がされた

ところでございます。この成功につきましても、やはり市民の皆さん方の御理解と、また、

歓迎体制がうまくいったのではないかなというふうに思っておりまして、オランダチームの

方も随分お礼を言って帰られたわけでございます。 

 平成32年には東京オリンピック・パラリンピックですね、その次には、この前決まりまし

た、35年には佐賀国体が再度開催されますので、以前の国体の際にも嬉野としては頑張って

誘致をしたわけでございますので、ぜひスポーツ合宿については引き続き努力をしていきた

いと思います。 

 そういう中で、やはり最終的なポイントとなりますのは、地域のスポーツ団体がいかに組

織化、活性化しているかということが大事でございますので、体育協会等、また、文化連盟

の皆さん方と協議をしながら、そういうことで御理解していただくように努力をしてまいり

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 市長がおっしゃるとおり、特に今回の女子オランダ野球チームの合宿については、これか

ら国体含め、東京オリンピックの合宿誘致に向けて、すごく大きなはずみになったことだと

思います。医療や福祉、スポーツと観光をつなげていくという嬉野独自のスタイルを、さら

に磨きをかけて発信し、オリンピックの合宿誘致にこぎつけていただきたいと思っておりま

す。 

 ただ、１つ気になったのは、歓迎に関してうまくいったという形では先ほど答弁でござい

ましたけど、きのう先輩議員の田中政司議員もおっしゃっていましたけど、市民との交流が

もっとあってもいいんじゃないかというのを１つ感じました。 

 実際に、私もちょっと試合を見に行かせていただき、市役所の職員さんがバタバタしてい

るのを見ながら、いろいろと聞くところによると、洗濯をしなきゃいけなかったりとか洗い

物をしなきゃいけなかったりだとか、人手が足りないというのが明らかにわかりました。そ

こに関して、当然、私の周りでもいろいろ話すと、うちはお花の先生を母親がやっているん

ですけど、生徒さんたちを含めて年配の方々がいらっしゃるんですけど、その方たちに言っ

ても、要は交流を持ちたい、そこで、お手伝いをしたい、何かしらお役に立ちたいという人

たちが、すごくいい心を持った市民の方々がたくさんいらっしゃいます。この方々の力を使

わないというのは、宝の持ち腐れじゃないかなと思うんです。 

 そういったことも含めて、私個人的にですけど、ボランティア組織というものをしっかり
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と市が管理したものがつくれないものなのかどうか。こういう今回の大会とか、いろんなこ

れらイアロフ（ＥＡＲＯＰＨ）のこともありますでしょうし、大会等で登録制なりなんなり

にして、お電話して来ていただくとか、そういったものがボランティア団体としてつくれな

いのかどうかというのをお伺いいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 非常に重要なことだというふうに思います。できましたら、そういう団体が早期にできる

ことを期待しておるところでございます。現在は主に体育協会のそれぞれの部の皆さん方が

御協力をいただいているというふうになるわけでございまして、一般市民の方は、なかなか

お手伝いしたくても入りにくいというようなこともございますので、完全なボランティア制

度でできれば非常にいいと思いますので、そこら辺については今後、検討してまいりたいと

思っております。 

 また、今回のオランダチームの合宿につきましては、実は普通の合宿と違いまして、大会

本番前のいわゆる強化合宿というふうな意味がございましたので、そういうふうなボランテ

ィアの方と交流する時間とかそういうことよりも、やはり試合の練習ということに重きを成

しておられましたので、やむを得ないところもあったのかなというふうに思います。 

 しかし今後、長期の合宿とかいうことも可能性としては出てくるわけでございますので、

そういう場合には、やはりボランティアの御協力がぜひ必要だというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 今回の合宿も含めてですけど、初めてのナショナルチームの誘致ということで、こういっ

たところの反省点も生かしながら、次につなげていっていただきたいと思っております。 

 次に、それに関して２項目の質問に移ります。 

 代表チームやプロ選手チーム以外でも、小・中学生、高校生、大学生、一般の方などの試

合、合宿等が行われておりますが、実際に宿泊につながる試合、合宿がどれくらいあるのか、

お伺いします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 私の資料でお答え申し上げますけれども、現在、学生スポーツ合宿等につきましては、九

州内の大学の準硬式野球部等を中心にふえ始めておりまして、平成25年度のデータによりま

すと、学生合宿あたりが16件、泊数で2,227泊の宿泊がありましたので、相当ふえてきたと

いうふうに思っております。高校総体や、また、以前ありました九州国体等の会場になりま

すと、この数字ももっと大きくふえてくるというふうに思っております。そういうふうなこ

とで、大会等の誘致に力を入れていくとともに、学生スポーツの合宿誘致を促進するために、

合宿等の補助金の交付要綱等も改正して努力をしておるところでございます。 

 今後、誘致の外部へのアクションも当然でございますけど、先ほど議員御発言されたよう

に、受け入れ側の体制づくりということもしっかりしていかなければならないと思いますの

で、観光協会、旅館組合等も十分連携をとって、やってまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 私も資料を頂戴し拝見させていただきました。これ、大学生の合宿とかシニアの方々のグ

ラウンドゴルフとかでしょうかね、あくまでも約六、七割ぐらいですか。大学の方、あと、

シニアの方々が占めているみたいです、ここ何年か、５年ぐらいものを見るとですね。これ

は、あくまでもスポーツ大会の誘致対策費補助金というのを利用してお見えになられた団体

の数ということになるんですよね。担当課の方。 

○議長（田口好秋君） 

 うれしの温泉観光課長。 

○うれしの温泉観光課長（宮﨑康郎君） 

 お答えいたします。 

 この大会誘致の対策費補助費は一般に行われる小中学生の大会の分を把握しておりません

ので、あくまでも団体に支出した分の資料でございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 ところで、いただいた資料の数字以外に宿泊を必要とされる試合、合宿、お見えになられ

ている家族の団体があるということは把握されているでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 うれしの温泉観光課長。 

○うれしの温泉観光課長（宮﨑康郎君） 
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 この補助金に関しましては、家族の方等々の把握はいたしておりません。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 ここに、この補助金を受けない団体の中でも、たくさんのスポーツ大会、あとは合宿をさ

れているお客様がたくさんいらっしゃいます。私は子育てをしていますので、特に顕著にそ

こら辺は見えるところで、よくお話を聞くところが、その多くが小中学生のスポーツ大会、

合宿団体です。 

 嬉野市は、屋外スポーツにおいては整備された野球場もあり、サッカー場、雨天練習場も

あり、特にみゆき公園あたりにおいては、県内外のスポーツ団体の指導者及び送迎される父

兄様には、高速をおりてすぐの立地条件というよさに、かなりの需要があるんですね。父兄

にとっては、高速をおりてすぐ行けるという立地条件というのはすごくありがたいことで、

日帰りでも帰れますしね。そういうことも含めてなんですけど、すごく需要があって重宝さ

れている感じです。 

 多くの大会とか練習試合が催されておりますが、大きい規模になると本当250人ぐらい、

それに帯同して親御さんたちもまたいらっしゃいます。九州全域はもとより、それこそ中国

地方とか関西あたりからいらっしゃるお客さんも、今の小学生、クラブチームとかはバスを

持っていたりしますので、そこら辺からもいらっしゃることもあります。結構頻繁にそれも

あるんですね。 

 しかしながら、ほとんどの団体がこの補助金を使わないどころか、他市──武雄とか近隣

他市ですね、武雄とか鹿島とか山内とか、そういったところに宿泊されております。なぜだ

かわかられますかね。御回答お願いします。 

○議長（田口好秋君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（山口健一郎君） 

 お答えします。 

 実は、先ほど市長が申しましたように、ことしから補助金の体系が少し変わっております。

昨年度までがちょっと補助金が少なくて、合宿とかスポーツ大会ですが、30泊から90泊が１

万5,000円の補助金です、限度がですね。それと100泊から199泊が２万5,000円です。それと

200泊以上が３万5,000円と。宿泊となるとやっぱり旅館とかホテルになりますので、それに

対する補助金がどうしても安かったので、利用がよその市町に回ったりとかということが今

まであったのかなというふうには思っております。 

 今回、改正になって、人数によって違いますけど、30泊から99泊で３万円から９万9,000
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円。それから、100泊から199泊だったら10万円から19万9,000円ですね。それで、200泊以上

だったら上限が20万円ということで、宿泊の補助金が大分変わってきておりますので、今後

こういうのを活用していただいて、当然うちのほうもＰＲ等も必要だと思いますけれども、

利用していただくようにＰＲ、宣伝をしていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 ちなみに、この補助金とかというものは連休中にも問題なく使えるものなんですかね。意

外と旅館さんから連休中に断られるということも多々あるみたいで、そこら辺も含めて、ち

ょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（山口健一郎君） 

 お答えします。 

 確かに旅行シーズン、秋とか冬場ですね、温泉に入りに来られるお客さんが多い時期には、

どうしても単価の面で全然、やっぱり合宿で使われる額と旅行で来られる額とでは当然違い

ますので、そっちのほう優先で旅館、ホテルは行かれていると思いますけれども、夏場の旅

館が少し稼働率の悪いような時期に来られる分については受け入れができるようになってお

りますので、今後、宿泊施設がふえるということはちょっと考えにくいですけれども、稼働

率の悪い時期にできるだけ利用していただくような形を今後とっていきたいというふうに思

っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 観光地としての宿泊施設は多くあれど、頻繁にスポーツ合宿とか大会等でお見えになられ

るお客様、それも小中学生の団体とかのニーズとは明らかにやっぱり今まで違っていたとい

うところがあるんですよね。実際に先ほど言われた補助金でも、人数によってはまだまだ多

分足りないぐらいの、なかなか旅館には泊まれないという方々が結構いらっしゃると思うん

ですね。ただ、こういった現状を何とかしながらでも嬉野にお金を落としていただきたいと

いう思いがたくさんあって、せっかく嬉野に来られているのに、要は他市で御飯を食べ、泊

まり、お菓子を買い、アイスを買い、ほとんどが外で落とされていて、要は試合をしに嬉野

市に滞在しているだけという、せっかくスポーツ誘致という形でお金を投資している中で、
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ここに関しては、すごくもったいないなと思うんですね。 

 私、１つ思うんですけど──市長にお伺いします、今後、スポーツ施設等を建設される予

定というのはございますでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 議員の御発言に関連してのお答えでございますけれども、実は今、高校、大学の準硬式等

がふえてきたわけでございますけど、その要因の１つは北部球場を整備したということでご

ざいまして、以前は嬉野のみゆき球場と轟だけでございましたので、練習会場が不足すると

いうことでうまくいかなかったわけですけど、北部球場が整備できまして、準硬式は北部で

もできるというふうなことで、嬉野で３会場ができると。またどうしても足らない場合はほ

かのところを使われますけれども、そういうふうなことで泊数がふえてきたというふうに思

っております。 

 今までは、例えば嬉野の体育館だけでいろんなことをやっておりましたけど、おかげさま

で、今回７日に塩田のほうの体育館もできますので、今まで以上に嬉野市内で会場を分けて

予選リーグをやるとか、そういうことが可能になりますので、議員御発言のことについては、

幾らかプラスになっていくのではないかなというふうに思っております。 

 また、地域との関連もございまして、やはり大規模な大会になればなるほど、うちだけの

施設では足らないわけで、例えば野球にしても、うちと伊万里とか、うちと波佐見とか使わ

れる場合があるわけでございまして、そこから十分連携をしながらやっていかなければなら

ないというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 年に１回の大きな大会とかでしたら、それなりにある程度お金をためて来られているとは

思うんでしょうけど、頻繁に来られる方々がやっぱり結構利用されているわけですね。そう

いう方々にとっては、代表やプロとかを誘致するのも戦略の１つでしょうが、要は、今来て

いる小学生、中学生、頻繁に来られている方々というのは、未来の嬉野の観光につながるお

客様だと思うんですね。サッカーだけして帰るということよりも、要は温泉に入れて、嬉野

のよさをもっともっと見ていただいて帰っていただくということが私は必要なんじゃないか

と思うんです。ただ、そこにやっぱり宿泊というのが絡んできまして、宿泊できる施設とい

うのを今後つくろうとする計画とか、または考えがあるのかどうか、お伺いします。 
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○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 今後の施設整備についてのお尋ねでございますけれども、現在、以前から課題になってお

りますけど、将来的な課題だろうと思いますけれども、やはり嬉野地区にあります体育館の

再整備というのは必要になってくるだろうというふうに思っておるところでございまして、

また、今、旅館の施設につきましては、まだ完璧に100％以上が毎日続いているという状況

ではございませんので、議員御発言のように、やはり料金の問題とかいろんなことがあって、

ほかでお泊まりになる方もおられるわけでございますので、そういう方々には、ぜひ嬉野に

お泊まりいただくように、今もやっておりますけど、それを継続してお願いしていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 多分、こういうものを建てた場合に、民業圧迫とか、そういったものも考えられると思わ

れているとは思うんですけど、余りにもニーズが違い過ぎるので、嬉野市内の旅館のお客さ

んには特別影響はないものだと私は考えております。実際のところ、今回５月にあった大会

においては、役所の近くの建設会館に泊まられたとかというお客様もいらっしゃいますし、

合宿をされている方もいらっしゃいますし、そういったことを考えると、嬉野のよさを全く

伝えないで帰っちゃったんだというところをずっと考えていました。 

 私個人的には、スポーツと観光をつなげるという意味でいうと、今度、新しく体育館を建

てるという構想がもしあるんでしたら、そこに合宿所も兼ねて併設していただきたいなと思

っております。ここで、合宿に来られたお客様、子どもさんも含め、親御さんも入れると大

体500人ぐらいになります。250人子どもで、あとの250人は嬉野市内に泊まられているみた

いです。そういったことも含めてですけど、スポーツ施設、宿泊施設というものが私は必要

不可欠じゃないのかなと常日ごろから思っております。 

 近くの場所でいうと、それこそ黒髪少年自然の家とか、何で泊まられるかというと、あそ

こは１泊100円ぐらいなんですね。武雄のユースホステル、あそこは若干高めですけど、

3,000円ちょいぐらいですね。九州で一番人気のあるところでいうと、中津江村鯛生スポー

ツセンター、あそこは子どもさんで1,080円ぐらいですね。大体それくらいが小学生、中学

生に関しての相場だと思うんです。だから、ここら辺ぐらいまで下げていただかないと、な

かなか嬉野で泊まっていただくことはできないのかなという気がするんです。そこに対して、
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ちょっと御答弁お願いします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 さまざまな大会の主催者の方がいろいろ御検討をいただくわけでございまして、私どもの

ほうにも、以前から大会をしたいから泊まるよというようなことで言われますので、やはり

原則、観光協会、旅館組合の方々と十分協議をしていただいて、嬉野の旅館として受けられ

る料金というのがあると思いますので、そういう中で話がまとまってきているというふうに

思っております。ですから、ビジネスをしていただきながら、合わないというのは、これは

もう最初から無理なわけでございますので、そういう範囲で私たちは全体のお客さんをふや

していく努力を続けてきたということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 宮﨑議員。 

○２番（宮﨑良平君） 

 ちょっとこう、私もスポーツをしてきた手前、スポーツのことになるとどうしても熱くな

ってしまって、未来のスポーツ選手とか、そういった子どもたちを育てるに当たり、どうし

てもひいき目で見てしまうところもあるんでしょうけど、ただ、やっぱり私は嬉野のよさを

本当に各九州全域、全国の方、世界の方々みんなに知っていただきたいという思いがありま

す。そこからスポーツを起点にして、スポーツで発信できるようなこと、医療観光ですね、

医療ツーリズムを含めてですけど、そういったもので発信できるような形に持っていけたら

なと常日ごろから思っております。そこに関して、それこそ先ほど言った宿泊施設というの

もどうしても必要になってくる１つだと思いますので、御検討の上、また御答弁いただけた

らと思います。 

 私の一般質問はこれで終わります。以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 これで宮﨑良平議員の一般質問を終わります。 

 引き続き一般質問の議事を続けます。 

 １番生田健児議員の発言を許します。 

○１番（生田健児君） 

 皆様こんにちは。傍聴席の皆様、本日はお忙しい中、大変ありがとうございます。 

 議席番号１番、生田健児です。議長のお許しが出ましたので、通告書に従い、質問させて

いただきます。 
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 私の質問は、大きく２点、嬉野市社会文化会館の活用について、そしてもう１つ、若者人

口についてであります。 

 最初の質問、嬉野市社会文化会館の活用について。 

 １番、市としてはどういう社会文化会館の活用を考えているのか。 

 ２番、社会文化会館の観光面での活用をどのように考えているのか。 

 ３番、これからの嬉野の文化芸術振興をどうしていくのか。 

 残りの質問については、質問席よりさせていただきます。 

○議長（田口好秋君） 

 ただいまの質問に対し答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 生田健児議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 １点目の社会文化会館の活用についてということでございます。 

 社会文化会館はアリーナフロア、サブアリーナ、文化ホール、リハーサル室、会議室、ロ

ッカー、更衣室、シャワー室などを設けておるところでございます。各種文化・スポーツの

大会や講演会、コンサート、演劇鑑賞などの開催が可能であるほか、サブアリーナでの練習

活動にも利用でき、市内・市外を問わず幅広い活用を目指してまいりたいと思います。 

 また、市が主催しております各行事や大会等につきましても、社会文化会館での開催によ

る活用も推進してまいりたいと思います。 

 ２点目の、文化振興専門員及びスポーツ交流専門員を新たに配置する予定でございまして、

各種大会や合宿等の誘致活動を行い、市内への宿泊を兼ねた受け入れを推進し、あわせて嬉

野の観光施設紹介などを勧める活用をしたいというふうに思っております。 

 大会等でリバティを利用される団体、関係者に対して大会前の事前事後の観光ＰＲを積極

的に行い、文化・スポーツ振興課や観光協会、旅館組合とも連携しながら、嬉野温泉や塩田

津、志田焼の里博物館などの観光誘致につなげていくよう努めてまいりたいと思います。 

 次３点目でございますけれども、来年度、文化振興計画の策定を予定しておるところでご

ざいまして、嬉野の文化芸術等の現状を踏まえ、各文化団体やサークル等の発表の場を提供

するなど、活動の向上を図りたいと考えております。 

 また、バンド等のクラブの立ち上げを推進するなどして、音楽部門での文化振興も図って

まいりたいと思います。 

 以上で生田健児議員のお尋ねについてお答えといたします。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 再質問させていただきます。 
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 １番、市としてはどういう社会文化会館の活用を考えているかについてなんですけれども、

なるだけやはり市民の方々にも利用してほしいところでありますが、その活用について社会

文化会館内での市民の皆様が利用される際に貸し出し可能な機材等についてちょっと教えて

いただけますか。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 施設にある体育用具、会議室、ほとんどの道具は貸し出しができます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 体育用品はほとんど貸し出し可能ということでしたが、文化ホールの利用について、貸し

出し可能な機材等は何かありますか。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 借用につきましては、ちょっと待ってください、すみません。 

○議長（田口好秋君） 

 暫時休憩します。 

午後２時16分 休憩 

午後２時17分 再開 

○議長（田口好秋君） 

 再開します。 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 借用につきましては、照明施設、音響、あと楽器等の借用ができます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 楽器についてですけれども、ちょっと私の認識が間違っているかもしれないんですけれど
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も、ピアノはあるんですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 ピアノについても購入する予定でございますが、今現在はまだ入っておりません。近々入

る予定でございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 ピアノはグランドピアノですか、アップライトピアノですか。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 グランドピアノと認識しております。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 ピアノも購入されるということで大変安心いたしました。 

 また、その貸し出し機材含めて、社会文化会館の使用マニュアルといいますか、機材リス

トとか使用料金についての何かパンフレット等というのはもうできているんですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 機材についての一覧表等はまだ、すみませんけど、作成できておりません。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 リストについてもまたこれから恐らく作成はされると思いますけれども、なるだけ早くリ

ストについてもつくっていただいて、利用者が利用しやすい社会文化会館にしていただきた
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いと思います。 

 また、社会文化会館の貸し出しリストも含めてなんですけれども、これから利用はふえる

とは思いますけれども、そのスペース、先ほど市長から説明いただきましたけれども、例え

ば、焼き物とか絵画とか、あと立体物の作品とか、そういったものを展示するスペースとい

うのはなかったですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 暫時休憩します。 

午後２時20分 休憩 

午後２時21分 再開 

○議長（田口好秋君） 

 再開します。 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 展示場はございませんが、サブアリーナを利用すれば展示会は可能です。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 サブアリーナを利用すれば展示可能ということでしたけれども、もともとは展示を前提に

はつくられていないわけですよね、展示しようと思えばできるということですよね。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えします。 

 アリーナも展示できますが、そういうスペースを設けた施設ですので、場所的にはほかに

も展示できるところはありますので、大丈夫だと思っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 展示ができるとおっしゃられたサブアリーナですかね、やっぱり展示をちゃんとするのを

考えてのスペースがあったらいいなと思うんですけれども、サブアリーナのライトの色温度

というのは幾らになっていますかね。 
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○議長（田口好秋君） 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 お答えをいたします。 

 今、議員御発言のそういう展示等に特化した施設がつくれなかったのかというような御質

問だと思いますけれども、この施設は一応交付金を、補助事業を使って取り組んでおります。

基本的に補助事業、この交付金の性質上、特化した施設というのがつくりづらいような補助

でございますので、展示場という特化した施設は今回設置はいたしておりません。そのかわ

り通路とかアリーナ等がございますので、そちらでの御利用をお願いしたいと。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 ライトの色温度はわからないんですかね、ライトの色温度。 

○議長（田口好秋君） 

 暫時休憩します。 

午後２時23分 休憩 

午後２時24分 再開 

○議長（田口好秋君） 

 再開します。 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 お答えをいたします。 

 今、議員御質問のライトの色等につきましては、ちょっと今手元に資料がございませんの

で、後だって報告をさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 ２番の質問に移らせていただきます。 

 社会文化会館の観光面での活用をどのように考えているのかということで、市長より先ほ

ど温泉街の宿泊と連携してというお話がございましたけれども、例えば、社会文化会館での

イベントを目的に温泉街に宿泊されているということがあったとして、温泉街から文化会館

まで、他県から来られた人とかは行き方がわからないと思います。車で来られたならまだ行
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きやすいと思いますけれども、例えば、公共の交通機関、バスなどで来られたりした場合、

こちらまでの移動手段がちょっとわからないと思うんですよね。それで、そういう社会文化

会館と市の中心街といいますか、温泉街をつなぐシャトルバス的なものをイベント開催中の

期間だけでもいいので運行したらどうかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 旅館とか主催者の判断によると思いますけど、ぜひ取り入れていただきたいと思います。 

 例えば、今でも茶ミットをやっておりますけれども、茶ミットの場合は主催者等が協議を

していただいて、例えば、嬉野のお茶の研修センターと吉田の窯元をシャトルバスで結んで

おられます。そういうことはできるんじゃないかなと思いますので、積極的にやっていただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 そしたら、例えば、イベントの主催者の方が、ある程度の人数が見込めるイベントだとし

て、市にシャトルバス的なものをお願いしたいと要請を出されたら、出せるということでよ

ろしいんですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 私どもの車両をいわゆる送迎だけに使うということはできません。ですから、茶ミットみ

たいに農協さんのバスを使われたり、旅館がお持ちの旅館のバスでされたりということはで

きると思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 わかりました。なるだけよそからのお客様にもどんどん社会文化会館を活用していただき

たいので、なるだけよい連携のあり方を考えていただきたいと思います。 

 ３番、これからの嬉野の文化芸術振興はどうしていくのかということについてであります

けれども、文化振興協議会を立ち上げられてやっていかれるということでしたけれども、も
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ともと嬉野は芸術文化に対してすごい親和性が高い土地だと思います。さらに、現在、嬉野

はスポーツ方面には大変充実していると思います。やはり全日本の選手が来られたりとか、

施設面でも充実していると思いますので、これからはぜひ文化芸術面でさらに嬉野をよくし

ていただきたいと思いますけれども、この社会文化会館以外に文化芸術振興につながるよう

な施設なりというのは計画にあるんですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 嬉野の文化芸術振興ということにつきましては、非常にそれぞれのジャンルの方が御活躍

をいただいてきたところでございます。合併いたしましてからは、塩田地区と嬉野地区の文

化連盟も統合をしていただいておりまして、非常に活性化をしておるところでございまして、

それぞれの文化のグループの方が毎年、文化発表会ということをされますけれども、非常に

多くのジャンルの方が御参加いただいております。今回、施設ができましたので、いろんな

形で御利用いただければというふうに思っておるところでございます。 

 そういうようなことでございますので、今まで使ってきた、例えば、公会堂なり公民館な

り、市の体育館なりは今までどおり使えますので、この新しいリバティはそれにプラスにな

ったというふうに考えていただければいいんではないかなというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 嬉野では焼き物を中心として芸術系の作家さんが大変多くいらっしゃると思うんですけれ

ども、そういう作家さんのリスト的なものというのは、市は持っておられるんですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 作家の方と、またビジネスでしておられる方と、たくさんおられますけれども、観光課の

ほうで嬉野の焼き物については取りまとめをして、以前、リーフレットまでつくった経緯が

ありますので、ほとんどどういう方がどういうのをつくっておられるというのはわかってい

るというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 
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 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 嬉野は焼き物が中心だなとは思いますけれども、ほかのジャンルでも、例えば、イラスト

レーターとして活躍されている方もいらっしゃいますし、そういう作家の方のリストをぜひ

つくっていただいて、また、その作家さんがこれまでどういう作品をつくってこられたかと

いう簡単なポートフォリオをつくっていただいて、それを市民の方に見ていただいたりとか、

例えば、何かイベントなり、注文したいものがある人とかに、市内の作家さんにオーダーで

きるようなシステムづくりといったものをお願いしたいと思います。また、市の印刷物やポ

スターなど、そういったのに関しましても、市内にいらっしゃる作家さんを起用していただ

きたいと思いますけれども、どうでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 ぜひ取り組みをさせていただきたいと思います。いろんな方がおられますし、また、市民

の方もいろんなデザインにしろ、音楽にしろ、絵にしろ、おられますので、できるだけ利用

するようにいたしております。例えば、形としては変わってきましたけど、今、嬉野市が使

っておりますショッピングバッグ等につきましても、まあプロもよかったでしょうけれども、

高校生の方にお願いしたいということで公募をしておりますし、また、今、嬉野庁舎の１階

ロビーには嬉野中学校の子どもたちの絵を飾らせていただいておりますし、いろんなことで

取り組みを進めておりますので、今議員御発言の点についてもぜひ取り組みをさせていただ

いたと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、若者人口についてという質問であります。 

 日本創成会議が発表した試算で、残念ながら嬉野市が消滅可能自治体に上げられました。

このことからも、今すぐにでも若者人口の増加に向けて動かなければいけないと思います。

また、若者の人口というものは有限でありますから、なるだけ転入をふやし、転出をなるだ

け減らしていかなければならないと思います。若者に永住してもらえる嬉野にしていくため

に、若者をどのように確保していこうと考えていらっしゃいますか。 

○議長（田口好秋君） 
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 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 この人口減少ということは、以前から言われてきたところでございまして、そういう中で、

いわゆる人口の構成比率によって地域の課題があるということで、このような発表をされた

ところでございまして、全国的に見ますと、人口３万人以下というところはほとんど消滅す

るというふうなデータでございまして、それは当然全体的な人口が少ないわけでございます

ので、そういうふうになっていくんではないかなというふうに思っております。 

 嬉野といたしましては、以前から子育てのしやすいまちということで、いわゆる医療機関

の先生方にお願いして、十分連携をしてきたところでございまして、佐賀県、またこの地域

含めて、小児科の先生方の御努力につきましては心から経緯を表しておるところでございま

して、現在、嬉野市内の場合、いろんな課題はありますけれども、例えば、子どもさんが病

気になられたときに、安心して嬉野市では診察をしていただけるということで今話が出てお

るところでございまして、そういう点では長年努力をさせていただいてよかったなというふ

うに思っておるところでございます。 

 それに加えまして、先ほどの議員のお話にございましたように、いわゆる職場の確保とい

うことが課題ではないかなというふうに思っておりますので、現在、製造業としてはうまく

誘致できておりませんけど、いろんな職種を組み合わせながら、若い人が働いていただく、

そういうふうな地域になっていけばなというふうに思っております。 

 今、私どもが取り組んでおります定住促進の奨励金の中身を見てみますと、ほとんど20代、

30代の方が嬉野に移ってきていただいております。そういう中で、やはり子育てがしやすい

ということも一つの条件として認めていただいておると思いますので、そこらについてはこ

れからもしっかり努力をしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 定住促進、現在、嬉野市が、例えば転入してこられて新しく家を建てられる方等に補助金

を出されているということだと思いますけれども、子育て世代についても先ほど説明があり

ましたけれども、確かに子育て世代ですね、結婚されてお子さんがいらっしゃる家族の方に

ついては、たびたびこういった場でも議論となりますし、取り上げてもらいやすい世代だと

は思いますけれども、自分は学校を出られて就職されている、結婚されていない独身の若い

年代の方をぜひ嬉野に取り込んでいただきたいと考えているんです。恐らく年代的には20代

前半とか、それくらいの年代の方になると思うんですけれども、そういう独身で、まだ結婚
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もしていないし、お子さんもいらっしゃらない方ですね、そういった方に転入していただい

たり、出ていかないようにしていただきたいと思うんですよね。 

 それで、その世代はやっぱり家を建てたりとか購入とかというのはまだ先の話で、その前

段階ですよね。具体的に言うと、アパートに住んだり、実家暮らしだったりするんですけれ

ども、そういった方に対しても転入の補助だったり、ぜひ市としても取り組んでいただきた

いと思います。やはりより若い人に住んでもらわないと、先々の嬉野を考えた場合、市民の

平均年齢といいますか、を少しでも下げていかないといけない。そしてまた、一度住んでも

らったら、可能であるんならば、残りの人生全て嬉野にいていただけたら、それがやはり一

番いいと思いますので、各年代について、例えば、さっき言った独身でアパートに住んでい

るような世代についても、またその次、家を購入し、子どもが生まれ、これから育てていく

世代とか、その世代ごとに細かく分けてフォローしていっていただきたいと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 議員の御発言については十分理解をしておるところでございまして、そういうようなこと

もございましたので、うちのほうの場合は転入だけではなくて、例えば、集合住宅におられ

まして、そして嬉野で新しい家を建てるとか、そういう場合についても奨励金の対象にして

おるところでございまして、よそでは余りそういうのはないかなというふうに思っておりま

す。ですから、議員御発言のように、よそから帰ってこられて、集合住宅に入っておられて、

そして嬉野で一生頑張ろうという方については、現在でも制度の中にありますので、そこを

もっと充実をさせていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 よろしくお願いします。 

 また、今現在、補助がある分プラス、仮にですけれども、例えば、アパートの家賃の一部

補助とか、そこまで踏み込んで、もうかなり若い段階で嬉野にいてもらえるようにしていた

だきたいというのが私の考えです。 

 また、嬉野だけの問題ではないんですけれども、転入補助に関してはいろんな自治体でや

られていると思います。ただ、宣伝といいますか、告知といいますか、そういった部分が嬉

野だけじゃなく、どこでもそうなんですけれども、弱いんじゃないかというのがすごく思う
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んですよね。実際に例えば、仮に嬉野に住むと決めて、役所に行って補助金ないですかと聞

いて、こういうのがありますよみたいな流れだと思うんですよ。なので、もうちょっとそう

いう告知をしていって、前段階で、例えば嬉野はこれだけ補助がもらえるから、嬉野も仮に

候補に入れようという、候補に入るようになるべくしていただきたいと思うんです。それで、

補助金についても、どうにか告知をうまいことできないかなと思うんですけれども、その辺

はどうですかね、もっと広く知らしめてほしいんですけれども。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今、告知等もしておりますけれども、当然もっと広げたがいいということでございますの

で、ぜひ勉強もさせていただいて、もっともっと伝わるようにしていきたいというふうに思

っております。それで、以前も御報告をしましたけれども、告知については直接もやってお

りまして、例えば、今うちの場合は企業の、要するに進出企業、近辺に来られますけど、進

出企業の皆さん方にもお知らせをして、そして嬉野で家を建てられた方につきましては、特

例制度がありますよというようなことを訴えさせていただいて、実際来ていただいた方もお

られるわけでございますので、そういう点は議員御発言のように、もっともっとＰＲをして

いきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 また、先ほど宮﨑議員からありました意見ですけれども、若者の起業支援といいますか、

そういったものについては私も同様の考えであります。現在、空き店舗等活用事業補助金が

ございますけれども、確かに若くてチャレンジですね、お店を持ちたいとかやっていこうと

いう考えの方に大変いい制度だと思います。ただ、問題といいますか、どうしてもやはり商

店街が対象になっているのが現状で、商店街以外でお店なりを始めたい、例えば、吉田地区

で始めたい場合は、補助は出ないわけじゃないですか、嬉野商店街じゃないと。なので、嬉

野市内全域にわたって、そういったタイプの補助というのはできないですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（山口健一郎君） 

 お答えします。 

 現在、今年度もですが、空き店舗対策で県の補助事業と国の社会資本整備事業の中で空き
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店舗対策がございます。それはあくまでも区域が限定されていまして、今のところ区域外の

ところが補助対象になるかというと、それは今のところございません。 

 あと、今後、何か事業として補助としてあるのかどうかというのは、ちょっとうちのほう

で調べていきたいというふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 やはり市民の皆様からしますと、予算がどこから出て、どういう使い方をしてというのは、

どうでもいい話と言ったらあれなんですけれども、今どうなっているかということがやはり

関心があられると思います。 

 そこで、嬉野のまちは補助が出るのに、例えば、吉田では出ないというのは、やっぱりそ

れは地域差別じゃないかと思われる方もいらっしゃいます。そういった感情を生じさせてい

るのはよくないと思いますし、また、嬉野市内どこでも活気が不足といいますか、やっぱり

お店が少しでも、どんなお店でもいいのでふえたほうがいいに決まっていますので、嬉野市

内全域を補助できるような制度をぜひ考えていただきたいと思いますが、市長いかがですか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほど担当部長が申し上げましたように、現在そういう制度の中で動いておりますので、

まだほかにいろんな事業資金等がないか、一応調査をして、また私どもとしても取り組める

ように努力をしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 よろしくお願いいたします。 

 また、自分は市内の方が起業等に若い方が頑張ってチャレンジしていこうというのを応援

するのはもちろんだと思いますけれども、市外の方ですね、可能なら九州外の地域の方も起

業を志す土地に嬉野をぜひしていただきたいと考えています。ほかの地方から来ていただい

て、仮に起業支援等あったとして、嬉野でちょっとしたカフェを開こうと、例えば、本州の

東北あたりから来られた方が開こうとしたら、その方は当然嬉野に住んで、嬉野の住民にな

るわけですし、嬉野の若い人口がその分ふえるわけですし、また、お店としても嬉野の活気
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になる、さらにほかの地方から来た人が、今まで私たち地元の人間が考えつかなかったよう

な発想や人脈ももたらしてくれるでしょうし、ぜひ九州外の若い方がやってきて、何かしよ

うというようなまちにしていただきたいと思います。 

 若者の中でも都市部、都会に出たい若者が多いと思います。ただ、今現在、ブラック企業

問題等ありますし、やっぱり都会で心身ともにぼろぼろになって働くよりも、田舎でのんび

り心身ともに健康に生きていきたいという若者も当然いると思いますし、全国的に起業した

い、お店を開きたい、田舎暮らししたいような若者を集めるような宣伝等をこれからしてい

ただきたいと思いますし、それに対する補助等も充実させていただきたいと思いますけれど

も、いかがですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 嬉野からもいろんな形で就職して出ていかれる方がおられるわけでございますけれども、

やはり高校の先生あたりの後々のお話を聞きますと、ほとんど３年以内に転職をしたり、ま

た新しく学校に入り直したりという話を結構聞くわけでございまして、若い人もいろんな形

で苦労しておられるというふうに思っております。そういう点で、今御発言のように、ぜひ

地元に帰って頑張りたいとなりますと、これはすばらしいことだというふうに思いますので、

いろんな検討をしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 生田議員。 

○１番（生田健児君） 

 ぜひ嬉野市の若者人口がふえますように、よろしくお願いいたします。 

 これで私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（田口好秋君） 

 これで生田健児議員の一般質問を終わります。 

 一般質問の議事の途中ですが、ここで15時まで休憩をいたします。 

午後２時50分 休憩 

午後３時   再開 

○議長（田口好秋君） 

 再開します。 

 それでは、休憩前に引き続き一般質問の議事を続けます。 

 17番山口要議員の発言を許します。 
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○17番（山口 要君） 

 議席番号17番山口要です。傍聴者の方には、非常にお忙しい中に傍聴をいただき大変あり

がとうございます。心から感謝申し上げたいと思います。 

 そしてまた、今議会においても、それぞれの議員さんからお見舞いの言葉が出ております

けれども、去る８月19日から20日にかけての集中豪雨でお亡くなりになられた方々に、心か

ら哀悼の意を表したいと思いますし、いまだ行方不明のお二人の方の一日も早い救出を願わ

ずにはおられないわけでございます。 

 そしてまた、広島にかわらず全国各地で今回のいろんな被害に遭われた地域、よりスピー

ディーな形で復興されることを御祈念申し上げておきたいと思います。このような状況を目

の当たりにして、この嬉野市においても防災に強いまちづくり、天災は忘れたころにやって

くると申しますけれども、まさに防災に強いまちづくりに向けて、執行部、そして議会、市

民一丸となって取り組んでいかなければならないということを、痛切に感じているところで

ございます。 

 さて、このようないろんな被害がある状況の中で、今の景気状況、経済状況を見てみます

ときに、消費増税前におきまして、アベノミクス効果によって経済が上向きになってきてお

りましたけれども、増税後においては、幾分、景気が下振れになってきている状況でもござ

います。ただ、景気好況とはいっても、企業においては大企業のみ、そして、行政区におい

ては大都会のみがその好況の要因を受けていて、末端の中小企業、そして末端の市町村にお

いては、なかなかその好況要因にあずかっていないのが現状ではないだろうかなというふう

に思っております。このような、余り恩恵を受けない地方都市の中にあって、私ども嬉野市

も、これから一段といい形でまちづくりができるように努力をしていかなければならない。

そのためには、私どもを含めてでありますけれども、職員さんが今以上に頑張っていただき

たいということを期待するところでございます。私の好きな言葉の中に、能力の差は小さい

が努力の差は大きい。人よりほんの少しの苦労と、人よりほんの少しの努力、人はこのほん

の少しをばかにしてはいけないという言葉がありますけれども、それぞれ皆さん方が、この

ほんの少しという形での努力をしていかなければならないんじゃないかというふうに思って

おります。 

 前置きが長くなりましたけれども、ただいま議長の許可をいただきましたので、通告書に

沿いながら、ときには脇道にそれながら、一般質問を行ってまいりたいと思います。今回に

ついても、法務問題、文化問題、福祉問題、そして教育の問題、観光の問題、まさにてんこ

盛りのように28問もの通告を出しております。90分という限られた時間ではありますけれど

も、私なりに精いっぱい質問をしてまいりたいと思いますので、執行部の皆さん方におかれ

ましても、的確かつ簡潔な形でのお答えをお願いしておきたいと思います。そして、今回の

質問で足りなかった分については、再度、執行部のほうでもこの問題点等について検討をさ
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れ、よりよい形で具現化していただくようにお願いを申し上げておきたいと思います。 

 まず、庁舎内部における諸問題ということでありますけれども、その中のまず１番目、法

務対策についてという問題であります。 

 本市における法制担当職員や法制審議会の位置づけ、そしてその役割、また、活動状況と

いうものはどのような状況であるのかというこの１点だけをとりあえず御質問をして、あと

は質問席より質問を行ってまいりたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 山口要議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 １点目の庁舎内部における諸問題についての１点目でございます。法務対策についてとい

うことでお答え申し上げます。 

 その中の１点目、本市における法制担当職員や法制審議会の位置づけと役割、また活動状

況はどのようなものかということでお答え申し上げたいと思います。 

 嬉野市文書規程で、「条例、規則、告示又は訓令の起案は、総務課総務・文書グループの

主任及び総務課長と合議しなければならない」と定めております。このことから、嬉野市で

は、総務課総務・文書グループの主任及び総務課長を法制担当職員と位置づけておるところ

でございます。各課の文書主任が審査した、条例、規則、告示等の起案について、この規程

に基づき審査を行います。この合議の段階で、専門業者の審査を行い、専門的な見地からア

ドバイスをいただき、正確性を確保しておるところでございます。また、表現の統一なども

ここで図っておるところでございまして、また、法の解釈についても、疑問に思うものは行

政法の大学教授にアドバイスをお願いいたしております。この合議を受けたものの中で、総

務課長が必要と認めたものは、法制審議委員会へ付議する取り扱いとしております。この委

員会は、総務部長を委員長として、全部長で組織しております。委員会の役割は、法の解釈、

条例制定、改廃の妥当性を審議する委員会で、必要に応じて開催をしております。７月の機

構改革で秘書調整グループを独立したのは、総務・文書グループの充実を図る狙いもござい

ました。 

 以上で、山口要議員のお尋ねについてのお答えといたします。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 法務担当職員の位置づけということについては、今、市長から答弁があったとおりだとい

うふうに思いますけれども、そういう中にあって、これが、やっぱり異動を伴うものである

と。ある意味では、２年、３年で異動する、そうした場合に、やはり法制について専門的知
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識をその間に養うことができるのかどうかということについては、甚だ疑問に思うわけです

けれども、そこら辺については、市長、どうお考えになりますか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いわゆる法務関係の専門職ということにつきましては、なかなか厳しい点もございますけ

れども、ある程度時間を置いて検討をいたしておりますし、また、専門の弁護士さん等にも

相談をしながら行っておりますので、できるだけ誤りがないように努力をしているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 やっぱりそこら辺の考え方だというふうに思います。ほかの部署においても専門的職員と

いうのは必要かもしれませんけれども、特に、やっぱりこういう市というものは、法を遵守

していかなければならない一番の基本的なところだというふうに思うわけです。そこの一番

基本的なところの専門職員、これについては、やはりじっくり育てていく必要があるんでは

ないかというふうに思うわけですけれども、やっぱり市役所等々を見ても、棚なんかを見て

も、行政実務実例とか、あるいは法解釈についてのＱ＆Ａというふうな本がいっぱい見受け

られる。通常においては、その本に沿いながら、そこのところの少しの文字のすり合わせ

とかいうふうなところで終わらせている部分が多分にあるんではないかなという気はする

わけです、行政実例集も含めてですね。だから、そうなると、やっぱり法務というものは、

Ｑ＆Ａというものではないと私は思うわけです。やはり１つの条例をつくるにしても、立法

事実というものに基づきながら、政策法務という形に入っていかなければならない。そうい

うことの中で、今の、現状の法制担当の職員さんの立場を考えたときに、やっぱりこれでい

いのかなという気はいたしますけれども、再度、市長のお答えを聞きたい。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほど申し上げましたように、総務課長等も中心となって努力をしておるところでござい

まして、また、いわゆる法制の専門の弁護士さん、その以前にも、法制の専門の関係機関が

ございますので、常に私どもとしては連絡を取り合って、誤りがないように努力をしておる
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というところでございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 今、市長が、総務課長等々とも相談をしながらというふうなことでの答弁がありましたけ

れども、総務課長、今その職にあってどのようにお考えですか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 お答えをいたします。 

 確かに、10市の中でも、嬉野市の法制というものについて考えますと、若干手薄というよ

うな気がいたしております。何らかの充実は必要というふうに考えておりました。先ほど市

長が答弁の中でお話をしましたけれども、７月の機構改革の中では、秘書調整グループとい

うものを独立させました。そういう意味で、ある程度文書・法制については、これから充実

ができるものというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 今回の機構改革の中で、私はどれだけの効果というのが出てくるかというのはまだ今から

のことなんでわかりませんけれども、余りそう期待できない。グループということになって

いるだけであって、一つのセクション、専門職じゃないわけなんですね。いろんな人間が寄

ってそこで話し合って進んでいくということですから。だから、今、課長がそのようにお答

えになれば、それ以上こちらのほうも疑義を挟む余地がないわけなんですけれども、やっぱ

りそのようなことを考えながら、もう少し専門職の養成というものについてもお考えをいた

だきたいというふうに思います。 

 そして今、いろんな条例等、先ほど法制審議会という話がありましたけれども、委員長は

総務部長ですよね。総務部長、第２条の中の条例及び規則の制定、改廃に関する事項、審議

する事項というものがあります。これ通告にも出しておりますけれども、過去、法制審議会

というものについて、どのような場合に開催され、今現在どのような状況なのか。そして、

その審議会の中において、どの程度の時間をかけてそのものについて審議をされておられる

のか、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 総務部長。 
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○総務部長（筒井 保君） 

 お答えいたします。 

 法制審議委員会につきましては、まず、実績のほうから申しますと、平成26年、８件の案

件について内容を審議しております。 

 内容等につきましては、原課のほうで持ち上げてきます案件につきまして、本当にこの案

件が条文の中に、原課が盛り込もうとしている部分がちゃんと正確に盛り込まれているだろ

うか、そこら辺は当然審議をいたします。 

 また、要望とか、使い方につきましては、御存じのとおり各市町によって若干のずれがご

ざいますので、そこら辺はうちの条例に合うような形で統一的な部分で審議を行っていると

ころでございます。時間につきましては、やはり１件につき１時間以上、２時間近くかかる

案件を審議しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 １時間ないし２時間という総務部長のお答えがありましたけれども、実は私が一番疑問に

思ったのは、前回の心の架け橋手話言語条例、それの議事録を見させていただきました。ほ

んの１枚の用紙ですよね、部長、これくらいですよね、そうでした。あれでどれだけ審議が

したのかなと。そして、最終的にはそれは議会からの要請があったということもあるかもし

れませんけれども、法制審議会で出された分について指摘を受けると。法の条例について議

会から指摘を受けてそれを訂正するということについては、私は執行部として甚だ──もう

言葉として出すべきものがないんですけれども、おかしいんじゃないかという気はいたしま

すけれども、いかがですか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務部長。 

○総務部長（筒井 保君） 

 審議委員会といたしまして、議会のほうから訂正と指摘を受けた部分でございます。やは

り私たちも計の８名の部長さんたちと協議した中での指摘でございますので、非常に恥じる

部分があったかなというふうに思っているところでございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 余りこの問題についてすると時間を食うのもったいないんですけれども、その議論の中で、

実は私どもが指摘した事項についての意見も、その議事録にあったわけですね。そのことに
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ついてはどれだけ議論をされたのか、覚えていらっしゃるんだったらお答えいただきたいと

思いますけれども。 

○議長（田口好秋君） 

 総務部長。 

○総務部長（筒井 保君） 

 その案件については、私も詳しくは理解しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 やっぱりその法制審議会、ここに法制審議会規程となって、訓令第６号の中できっちり示

されているわけですね。だから当然、この規程にのっとって法制審議会という位置づけもさ

れていると。その中で議論を交わさなければならない。今先ほど、部長が今年度８件審議を

したというふうなことを言われましたけれども、何となく、本当にどれだけの審議がなされ

たのかなということを、私は疑問に思うわけなんですよ。ですから、やっぱり今後について

は、この法制審議会においてきっちりと、もう少し、法のことを少しほかの部長さんたちも

検討され、そして、その法制審議会に臨む前に、出された案件というものを事前に勉強され

た上で法制審議会に臨んでいただきたい。そこできっちりと議論を交わしていただきたい。

そこできっちりと議論を交わしていただきたい。そういうことをしていただけますよね、副

市長、そこら辺の指導はどうなんですか。 

○議長（田口好秋君） 

 副市長。 

○副市長（中島庸二君） 

 お答えいたします。 

 御指摘のとおり、今後、真摯に検討するようにいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 それともう１つ、法制審議会の中で、これは各課から上がっている分もあると思うんです

けれども、やっぱり条例、規則等に、特に条例については、その立法事実ということを踏ま

える中、そして環境変化、情勢変化というものがある中で、やっぱり政策的な条例というも

のについては、常に私は見直しをしていかなければならない。最低でも、５年に一遍はしな

いかなきゃならないというふうに思うわけなんですね。今、嬉野の現状はどうなんですか。 

○議長（田口好秋君） 
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 総務部長。 

○総務部長（筒井 保君） 

 お答えいたします。 

 確かに、五、六年前に独自につくった部分が、上位法が逆にできた部分も見受けられる部

分もあります。やはりそういう部分の見直しは当然必要かと思います。だけど、実際、今ま

で私のところでやった経緯はございません。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 そうですよね。私も、行政をずっといろいろ見てきたんですけれども、何回も──これず

っと改定の分を見たんですけれども、主要な部分についてほとんど見直されていない。今後

については、当然、そこら辺のところも守っていただきたい、行っていただきたい。それに

ついては、佐賀県が実は見直し体制ということでしております。これが、佐賀県が政策的条

例というものとそれ以外のものと分けて、そして、政策的条例については、各担当部局合わ

せて、政策的条例調整会議というものを持って行っております。ですから、身近にあるわけ

ですので、そこら辺のところをもう一度、県の会議等を含めてお尋ねになり、そして調べる

なりして、嬉野にもその週報というものを用いてやっていただきたいということを要望して

終わりたいと思いますけれども、総務部長、ちゃんとしますよね。 

○議長（田口好秋君） 

 総務部長。 

○総務部長（筒井 保君） 

 その方向に努力を行ってまいりたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 あと１年後、私がこのことをしたときに、何もしていなかったらまた質問をしますからね。

部長、いないのか。そうですよね、この次いないですね。じゃ、辞められる前にお尋ねしま

すので。 

 それで、実は今、市長の答弁の中で、弁護士等々に相談をするというふうなことを申され

ましたけれども、一つ、この質問事項に書いておりますように鹿児島県の南薩摩市、そこが、

30歳の若手の弁護士さんを任期付職員ということで採用をされております。このことについ

ては、いかがお考えですか。 

○議長（田口好秋君） 
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 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 実はうちのほうも、そういうことをやろうということで話し合いをいたしまして、一応、

公募をかけようかということで準備をいたしました。しかし、顧問の弁護士さんに相談に行

きましたところ、ちょっと今のところ若い人が難しいんじゃないかなというふうなことで話

をいただきましたので、もし若い人がおられましたら、ぜひ御紹介をしてくださいというこ

とで話をしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 弁護士さんが自分の仕事をとられると思っておっしゃったかどうかわかりませんけれども、

それは抜きにして、今、若手の弁護士、事務所の職員として入れない、そういう弁護士が今

いっぱいあふれている、都会においては。だから、そういう制度があれば、恐らく飛びつい

てくるんじゃないかなと私は思うんですけれども、南薩摩市においては市長が探し出してき

て採用されているんですけれども、そこは、昨年度からして２年の期限つき、任期付職員さ

ん。報酬においては課長級の報酬というふうなことでされております。その弁護士さんが来

られたことによって、職員さんの法務研修等もかなりの回数で行われております。南薩摩市

に行きましたら、やっぱり弁護士さんが来られて意識が高まったと。そして、いろんなちょ

っとした身近なこと、それを弁護士さんに尋ねに行かなくても済むようになったというふう

なことでお答えをいただきましたので、今、市長が言われましたように、そのようなお考え

ですと、ぜひ、早急にそういう弁護士さんを探すような努力をしていただきたいというふう

に思います。 

 次に行きます。 

 次に、事務の効率化ということでありますけれども、嬉野事務処理合理化委員会規程とい

うものがあります。これは、委員長は副市長になっております。副市長、この合理化委員会

というものの活動状況はいかなるものですか。 

○議長（田口好秋君） 

 副市長。 

○副市長（中島庸二君） 

 お答えいたします。 

 行革に合わせてずっとやっておりましたけれども、最近は少し滞っております。 

 以上です。 
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○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 これ、できたのが平成18年ですよね。それは、恐らく今、副市長がおっしゃったようなこ

とを行うためにこれをつくられたんじゃないかなという気が私はしたんですよ。まさに副市

長そのようにお答えになりましたけれども、やっぱりこういう規程についても合理化委員会

というものをつくっているわけですから、やっぱり移行についても、先の見直しというもの

を申しましたけれども、そういうことが常に必要ではないかなという気はいたしますけれど

も、いかがですか。 

○議長（田口好秋君） 

 副市長。 

○副市長（中島庸二君） 

 お答えいたします。 

 滞っておるという説明を今いたしましたけれども、実は行革の中で、ずっとこの事務処理

の合理化についてはテーマとしてはさせていただいております。ただ、なかなか的確な基準

等はうまく改善できないという現状がございまして、ちょっと滞っているという発言をいた

しました。このことについては、常に、やっぱり行革の中で進めるべきだということで、考

えは常に持っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 そこでなんですけれども、実は文書規程がここに載っておりますけれども、この文書規程

を見る中において、メール等の問題についての規程は一切ないわけなんですけれども、総務

課長、そこら辺いかがですか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 メールに関しての規程は確かにございません。議員提案のような、嬉野スタンダードルー

ルというようなものをつくって、そういった合理化を進めていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 
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 私が質問をする前に先に行かないでくださいよ、まだ次に私がそのことを質問するわけで

すから。 

 その前段をまた言いたいと思うんですけれども、これ、今メールのセキュリティー対策と

いうのが非常に重要になってきているわけなんですね。 

 一つは、その京都市において、職員さんが、職員70人の経歴、評価などの人事情報をイン

ターネット上に漏えいしたんですね。漏えいされたというかあった、そういう事実があるん

です。ですから、そのようなことも踏まえながら、やっぱりこの文書規程の中にきっちりそ

のメール等においてのセキュリティー対策を含めて設けるべきではないかなというふうに思

いますけど、総務部長、いかがですか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務部長。 

○総務部長（筒井 保君） 

 確かに、メールにつきましては便利な部分もございますけれども、やはり全国で見られま

すように、メールの漏えいというのは非常にございます。それで、この分につきましては、

メールの厳格性を保つために、職員のメールの取り扱いについて、やはりしっかりとした形

を持ち、また、セキュリティーを保てるような形に持っていきたいと思っております。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 とにかく、このことについては早急に手を打っていただきたい。いつこのことが、事案と

いうものが発生するかどうかわかりませんので、ぜひお願いをしておきたいと思います。 

 そこで、もう先に総務課長が言われた部分について質問に移っていきたいと思いますけれ

ども、嬉野市において以前、庁内会議の１時間ルールというものを決められたような覚えが

あるんですけれども、今もそれは生きてはいるんですか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 合併のときに、私の施政方針のほうを出させていただいた中に、そのような、いわゆる資

料の配布とか、それから会議は１時間以内、挨拶はしないとか、いろいろして指示をしたと

ころでございまして、毎年４月にはそういう話をして、いわゆる業務の円滑化ということで

話をしておりますので、毎年、職員さんには話をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 
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 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 話をしているだけで、それは現実、守られているというふうに認識されておりますか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 完璧にということは言えないと思いますけれども、文書配布とか、連絡とか、そういうも

のはできていると思います。会議も、大体１時間以内で今は終わっているんじゃないかなと。

あとは、できるだけ庁内の会議については挨拶を省略しようとか、そういうところはできて

いるんじゃないかなと思います。ただ、外部の方が入ってこられた場合については、やはり

正式な御挨拶をしてということがありますので、そこら辺については、外部との会議の中で

は少し形が変わっていると思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 これが、会議と法制審議会というものはまた違う形だと思うんですけれども、先ほど部長

のほうは１時間ないし２時間というふうな会議をしていると、誇張するために言われたかも

しれませんけれども、会議そのものについて、先ほど市長が言われましたけれども、やっぱ

り１時間以内という他の会議においてもルールとして、それをまさにスタンダードルールと

いうことで、嬉野市のスタンダードルールというものをつくっていく必要があるんではない

かなというふうに思います。 

 これは、三重県庁にスタンダードルールというものが定められております。私手元には持

っておりますけれども、その三重県庁のスタンダードルールというものを、一遍、執行部の

ほうでも十二分に検討をされて、今後に生かしていただきたいというふうに要望をして、こ

の問題については終わりたいと思います。 

 きょうは少しランダムな形で進めていきたいと思います。順番に行きます。 

 次に、市制施行10周年ということで、質問であります。 

 来年が合併後10周年ということになるわけですけれども、何回か10周年記念というふうな

話が一般質問等々でも出て、答弁の中でそういう話が出たような気がするんですけれども、

この記念イベントなりの検討は、今されておられますか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 
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○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 10周年について、イベントまでについてはまだ話は出ておりません。ただ、私が指示をい

たしましたのは、将来を考えたときに、いわゆるこの10周年の節目になる、いわゆる合併か

ら10年間の資料をちゃんとまとめておく必要があるということで指示をしたところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 じゃ、企画政策課長、今回から政策課長という形になっておりますけれども、企画政策課

長の考えとして、どのようにお考えですか。 

○議長（田口好秋君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えいたします。 

 合併10周年記念につきましては、市民の方が、本当に合併してよかったと思えるようなイ

ベントを開催すると同時に、先ほど市長も申しましたように合併から10年、この資料等も収

集して、本にまとめたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 じゃ、今のところは、まだとりあえず資料の収集といいますかそこら辺のところで、何を

しようとか、どうしたいとかいうことはまだ固まっていないということで理解をしていいん

ですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えいたします。 

 今、まだ具体的に何をするかというのは決まっておりません。これからの検討だと思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 
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 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 もうあと半年そこらで10周年、10年という節目を迎えるわけでありますので、する、しな

い、絶対しなさいということでもないわけなんですけれども、来年がちょうど10年でしょう。

（「そうです」と呼ぶ者あり）ですよね、またがってね。ですから、やっぱりこういう何か

する場合については、少しのスパン、ある程度のスパンということは必要になってくるとい

うふうに思いますので、ぜひ早い時期に何らかの形、それを行う実行委員会なりなんなり立

ち上げて、動きをしていただきたいというふうに思います。何か。 

○議長（田口好秋君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えします。 

 合併10周年記念につきましては、再来年の１月で10周年を迎えますので、その準備で実行

委員会をいつ立ち上げようかということで考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 だから、今そのことを言っているわけですよ。だから、半年というのは年度またいでです

けれども、再来年１月ですよね──とりあえず来年ですよね、１月１日ですから。ですから、

もうさっき私は４月前だと半年と言ったんですけれども、それにしてもあと１年ちょっとし

かないわけですから。だから、速やかに実行委員会を立ち上げて検討をしていただきたいと

いうふうに要望をしておきたいと思います。 

 その中の１つとして、実は、嬉野市民にこれ出しておりますけれども、嬉野市民の愛唱歌

というんですか、嬉野市の歌というのを製作するのも、私は一つの考え方ではないだろうか

なというふうに思いますけれども、市長、いかがですか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます 

 嬉野には、民謡とか、歌謡曲とか、数多く歌がありますけれども、いわゆる式典用の歌は

ないというように思っておりますし、ただ最近、市の歌もいろいろ聞くこともございますけ

ど、昔みたいに完全な式典用の歌というふうな歌とまた違う形で、愛唱歌みたいな形での歌

も出ておりますので、これはしばらく検討をしなくちゃいかんなというふうに思っておりま
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す。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 そうかた苦しく考え──式典とかいう形で考えなくて、やっぱり嬉野市民が一同になって

歌える、そういうものでもいいんじゃないかなというふうに、国歌みたいなということを考

えずに、もっとソフトな形で考えられていいんじゃないかなという気はいたします。つくら

れることを期待をしながら、この分については終わりたいと思います。 

 次に、文化振興ということであります。 

 このことについては、今回も何人かの議員さんから質問が出ておりました。まず私がお尋

ねしたいのは、社会文化会館リバティが、体育館が主なのか、文化会館が主なのか、そのウ

エイトというものについての考えをまずお尋ねをしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 細かい点はいろいろ言えませんけれども、もともとの成り立ちは体育館が主でございます。

また、制度資金の中で、社会文化会館と呼ぶということは議会にもお話をしたとおりでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 じゃ、結局、その中身としては体育館、しかしながら、補助金の関係等を含めて文化会館

という名称になったという考え方をすればいいんですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 このリバティをつくろうという流れの中ではそうでございますけれども、今私の気持ちと

しては、両施設を有効に生かしていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 
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○17番（山口 要君） 

 そこら辺のところが私もよく理解できないでいたんですね。当初は体育館という形。それ

が途中から名称だけ文化会館に変わったと。しかしながらその文化会館、文化、カルチャー

というものが、ひとり歩きしていっているような気がしてならなかったわけなんです。それ

はそれとして、じゃ、文化施設ということで私はターゲットを絞ってお尋ねをしてみたいと

いうふうに思うわけですけれども、実は、あさってお見えにある青柳先生、この方が、どこ

かの挨拶の中で、日本の文化予算というものが、ヨーロッパ諸国、あるいは韓国に比して著

しく低いというふうな御指摘を先生がされております。あさってもそういう話をされるかど

うかわかりませんけれども、そのような文化予算というものについて、市長はどのようにお

考えですか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いわゆる文化の範疇というのがなかなか難しいわけでございますけれども、あるいは今ま

では戦後の復興から高度経済成長ということを目指してきましたので、文化面ということに

つきましては、国全体の予算としては少なかったんではないかなというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 これをすればちょっと時間が長くかかりますので、先に進みたいと思います。１つ質問事

項を出していますけれども、文化振興専門員、６月の補正予算に入れてありましたけれども、

そのときにお尋ねすればよかったんですけれども、つい飛ばしてしまって今に至るわけなん

ですけれども、先ほど市長は、文化交流専門員、スポーツ専門員というお言葉をお使いにな

りましたけれども、これと文化振興専門員は違うんですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 文化振興専門員とスポーツ振興専門員の役割は（「いや、文化交流専門員という発言があ

ったんです、先ほど市長は。文化振興専門員とスポーツ振興専門員という生田議員の質問に

対して答弁があったんですよ。ですから、文化交流専門員と文化振興専門員は違うんですか

ということを言っているんです」と呼ぶ者あり）一緒です。文化のほうは一緒です。あと、
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スポーツ交流専門員というのが、今度新たに募集をしているところです。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 じゃ、文化交流専門員じゃなくて、文化振興専門員が本当ですね。予算書に載っている、

その文化振興専門員という名称がね。だから、私は市長からあったんで、また違う専門員を

新たに設けるのかなという気がしたもので、そのことをお尋ねしたんですけれども、そこで、

その文化振興専門員の役割と位置づけというものについて、どのようにお考えですか。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 文化振興専門員の役割ということですが、市外、県外、大学、サークル、文化サークル団

体等へのＰＲを行い、大会イベントの開催や合宿誘致を担っていただきます。文化振興専門

員は、文化・スポーツ振興課の職員でありますので、業務の実施は担当部課長の配下で行う

ことになります。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 きっちりお役所的なお答えをされたわけですけれども、私は今、リバティのことを、文化

面にターゲットを絞ってということで申し上げましたけれども、今後、リバティを運営する、

文化面で運用することの中で、この文化振興専門員の役割というのは非常に大きいというふ

うに思うわけなんです。今、るる、課長のほうから言われましたけれども、文化振興専門員

がいかに動くか、いかに活動するか、それによってリバティの今後のあり方、運営も含めて

大きく左右してくるというふうに思うわけなんですけれども、文化振興専門員ということに

ついて、市長、もう一度そのお考えを聞きたい。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 嬉野市内におきましては、今までも文化団体の方々に御活躍をいただいておったわけでご

ざいまして、それはそれで十分活躍をしていただいておりますけれども、今回はリバティと

いう施設ができましたので、いわゆる嬉野市内にとどまらず、幅広くこのリバティを御利用
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いただくように、そういう専門的な知識を持った方、また、対外的に行動ができる方、そし

て市内の文化連盟とも十分協議ができる役目、そういうことを期待しておるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 仮に、いろんな事業を行う場合についても、その文化振興専門員というその方のミッショ

ンというんですか、そこで、その方がどの程度のコネクションを持っておられるのか、そし

て、どこからそういう方を引っ張ってくるのかということにもかかわってくるというふうな

気もするわけなんですね、通常業務は無論のこと。実は、個人の名前を出したらちょっとあ

れなんですけれども、川棚町に、Ｔさんという方がおられて、その方は、とにかく音楽から、

そして芸能まで、いろんな幅広い人脈を持っておられて、今でも川棚の公会堂において、今

回町政80周年ということで、桂文枝を呼び、そして日本フィルハーモニー交響楽団と東京都

交響楽団のメンバーで構成するアンサンブル・アルモニューが来たんですけれども、全部そ

の方のコネクションでもって今回の町政80周年の記念行事もあった。過去においても、その

方がまた違うジャンルの人を、その方のコネクションでもって引っ張ってきて、川棚町民は

その恩恵をかなりこうむっているわけなんです。ですから、そういうことも考える中におい

て、この文化振興専門員という方の役割分掌ということを先ほどから申しましたけれども、

ぜひそういう方がおられれば、そういう方をそういうポストにつけていただきたいというふ

うに思うわけです。その後の運営においても、実は今、エイブル、あるいはここら辺で言え

ば佐世保のアルカス、そして長崎の──忘れた。それぞれ各演奏会等があっております。だ

から、私もいろいろなところに行っていますけれども、そういう興行をする場合においても、

やっぱりそこら辺のところを念頭に置きながら運営をしていただきたい。そして、赤字にな

らないことを念頭に置きながらでも、そういういろんな文化的な催しを開催していただき、

嬉野市民がその恩恵にあずかって、そしてカルチャー、文化というものについて触れ、そし

て高まっていくことを期待するわけなんですけれども、再度、市長のお考えをお聞きしたい。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 議員の御発言については十分承知をしておりますので、今後いろんなお話が来ると思いま

すので、担当のほうで十分審議をしていただきたいというふうに思います。 

 今回のリバティの施設につきましては、せっかく待望の施設ができたわけでございますの
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で、皮切りの記念講演につきましても、日本で最高の方にということで文化庁長官をお招き

するところでございますので、そういうある程度しっかりとした形での運営を目指して努力

をしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 ぜひ、そのようにお願いをしておきます。 

 これは今後のことになりますけれども、そういう興行というんですか、いろんな事業を行

う場合について、やはりリバティの会員、仮称でリバティの会員という形でしていますけど、

そういう会員というのも募る必要があるんじゃないかということと、もう１つは、運営協議

会、その事業を行う場合の民間ボランティアによる運営協議会の設置も必要になってくるだ

ろうというふうに思います。そして最終的には、これが地域文化振興財団というふうな形を

とって──鹿島のエイブルがことしの４月から地域文化振興財団に衣がえをいたしましたけ

れども、最終的にはそういうことも考えながら、今後の運用を行っていただきたいというふ

うに思います。 

 次、２番目ですけれども、川柳大会を取り上げていただきありがとうございますというこ

とで、いろんな川柳が寄せられているようですけれども、ここで私がもう１つ御提案したい

のは、手紙、やっぱり短い手紙ですけれども、一番最初は、今、堺市になりましたけれども、

丸岡町の一筆啓上賞ということがあって、それが全国的な話題になって、委員は本まで出し

ているわけなんですけれども、実は、嬉野市においてもそのような、例えば「きずな」とか、

あるいは「お父さん」とか、「お母さん」とかいうふうなテーマをした短文を募集したらど

うかなという気はいたしますけれども、いかがですか。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 手紙、短文につきましては、他の市町村や団体等においても実施されているところでござ

います。嬉野市としても、募集及び選考方法や選者の問題等も含め、今後の問題として研究

をしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 
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 研究と検討はどう違いますかね。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 すみません、研究じゃなくて検討をしていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 市長、この点についてはどうお考えになりますか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 以前、短い文章をということで、「嬉しい」ということを入れて募集をいたしました。結

構来ましたけれども、なかなか次に続かなかったということがございますので、やはりテー

マの持っていき方とか、それから、最終的にはそれを計画的に何年続けるのかというふうな

予算をしっかり組んでからやらないと、なかなか難しい面があるなというふうに思っておる

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 確かに、そのテーマというのが非常に問題になってくるというふうに思います。私は、先

ほど申しましたように、ジャンルというのを広げやすいというふうなことも含めて、「お父

さん」か「お母さん」、あるいは「きずな」ということになってくると、やっぱりいろんな

ところに広がっていき、何年でも続けていかれるんじゃないかということで、そのテーマま

で含めて御提案申し上げたところであります。 

 もう１つは、実は毎日新聞が、満60歳以上のシニア対象の感想文というものを募集してお

ります。ここら辺になりますと、60歳以上ということになりますと、非常にテーマもなくて

いろんなテーマに変わってできるんじゃないかなという気がいたしますので、ぜひ、これは

お取り上げいただき、今後に向けて進めていただきたいというふうに要望をしておきたいと

思います。 

 次に、今までこっちでしたので、今度は少しこっちにずらしていただきまして、まず、健
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康福祉問題についてお尋ねをしてみたいと思います。 

 今、平均寿命が、男性80.21歳、女性が80.61歳ですけれども、部長、健康寿命は、今大体

何歳ぐらいということでおわかりになっておられますか。 

○議長（田口好秋君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（徳永賢治君） 

 健康寿命ですか（「はい」と呼ぶ者あり）この健康寿命については、（「全国平均でいい

んです」と呼ぶ者あり）嬉野市のデータを持っております（「嬉野市のデータ出されますか、

出ていますか」と呼ぶ者あり）県としては余り公にしたくないというふうな御意見がありま

したので──ちょっと待ってください。 

○議長（田口好秋君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（飯田邦芳君） 

 健康寿命につきましては、ことしの３月末に県のほうから報告が来てまいっております。

この分につきましては、平成22年、23年分ということでいただいているところです。平成22

年の健康寿命につきましては、男性が79.08歳、女性が84.31歳（「健康寿命ですよ」と呼ぶ

者あり）健康寿命です、嬉野市の健康寿命です。（「平均寿命じゃないですよ」と呼ぶ者あ

り）平均寿命じゃございません。健康寿命を今言っています。（「何歳と言いましたか」と

呼ぶ者あり）男性が79.08歳、女性が84.31歳。平成23年につきましては、男性が79.00歳、

女性が84.02歳ということで、データとして県のほうからいただいているところです。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 そしたら、嬉野市の場合は、平均寿命と健康寿命の差がほとんどないという結果ですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（飯田邦芳君） 

 お答えします。 

 現在、県のほうからいただいているデータでは、例えば、先ほど平成22年の男性の健康寿

命が79.08歳というふうに申しました。そのときの平均寿命も、同じくデータとしていただ

いているんですけれども、80.42歳といただいています。女性につきましては、平成22年の

平均寿命のほうが87.16歳ということでいただいているところです。 

 以上です。 
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○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 これ健康寿命のデータのとり方、どうなんですかね、県のとり方が。通常、国の平均寿命

と健康寿命というデータを見るときには、大体、10歳ぐらい違うんですね。これでいきます

と、まさにぴんぴんころりという状況ですよね。健康寿命で、その数字で平均寿命ですから。

現実そうなんですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（飯田邦芳君） 

 議員おっしゃるとおりに、国の算出法と、県のほうの算出法が多分若干違っているという

ことは、うちの課内の保健師とも話したところ、そういうふうになっているということで認

識はしております。ただ、現段階で嬉野市の健康寿命として最新でいただいているデータと

してですけれども、県のほうからいただいているデータは先ほどのデータということで御理

解をいただきたいということです。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 じゃ、もう一遍この計画寿命のデータを県にも問い合わせて、健康寿命という、これがそ

の言葉自体がおかしくなってくるわけなんですね。これが、必ずしも平均寿命が、男が90歳

とかいうことになると、その健康寿命と平均寿命がわかるわけなんですよ。ところが、今１

歳か、女性で３歳しか違わないわけでしょう。（「はい、そうです」と呼ぶ者あり）さっき

から言うように、本当、まさに嬉野市の場合はぴんぴんころり、もう健康寿命から平均寿命

に移っているわけですから。これは、そんなことはあり得ないというふうに思います。 

 国の平均を見てみたときに、国は平均寿命が男性は80.21歳、健康寿命が70.42歳なんです

ね。女性の場合が、86.61歳の平均寿命で、健康寿命が73.62歳。大体10年ぐらい健康寿命と

平均寿命が違うんですよ。国はそのことをわかっていて、わかっていてですよ、2020年度ま

でに健康寿命を１歳以上伸ばす目標というものを今年度打ち出したんですよ。ですから、も

うそういう答えをもらうと、私として次の質問が言いようがないわけなんですね。もう先に

進めないんですよ。だから、私としては、こういう差があるから、平均寿命と健康寿命の差

を縮めるために、いろんなプロジェクトを組んでみませんかということで次に質問しようと

思ったわけなんですよ。その数字だと、もう何もしなくてもいいわけなんですね。 

○議長（田口好秋君） 
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 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（飯田邦芳君） 

 先ほど議員申されましたように、まず、国のほうでは、健康日本21ということで算定され

ている国のほうの健康寿命というのが、自分が健康であると自覚している期間の平均という

形で算出をされているというふうに聞いております。今回、県のほうから通知をいただいて

いるのが、県の通知でいただいている寿命の算出の方法、考え方ということで、日常生活に

制限のない期間の平均ということを用いて算出されているというふうに聞き及んでいるとこ

ろです。 

 以上です。（「日常」と呼ぶ者あり）日常生活に制限のない期間の平均を用いていますと

いうことでですね。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 すみません、私それよく理解できないんですけれども、日常生活に制限のない生活とは、

どういう生活ですか。 

○議長（田口好秋君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（飯田邦芳君） 

 それにつきましては、その詳細については、今現在、手元のほうに持ち合わせがございま

せんので、申しわけございません、後日ペーパーのほうで提出させていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 先ほど申しましたように、その差がないということになると、私の質問が先に進めな

い──じゃ、いいです。じゃ、そういうことならば、平均寿命を上げるためのプロジェクト

ということで質問するしかないので、それでいきたいと思います。 

 本市において、健康も合わせて長寿対策ということの中で、今どのようなものが政策とし

て打ち出されるか、主要な分幾つか、担当部長お答えいただけますか。 

○議長（田口好秋君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（徳永賢治君） 

 主要なものといたしまして、お答えをしたいと思います。 

 まず、食生活改善関係の事業、歯科健康審査、それから健康体操関係ですね。ウオーキン
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グ教室、生活習慣病の重症化防止関係の事業というふうになります。そういう中で、嬉野市

において、健康総合計画というのを制定をいたしておりますが、特に、歯の健康、これを重

点的にするために、家族みんなでお口の健康づくり宣言というのをいたしております。そう

いったところが主な事業になってくるかと思います。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 今、嬉野で行っている中では、特定健診、これを上げることが、まず一番キーポイントで

はないだろうかなと。この受診率を上げて、特定健診の中でいろんな病状、そして検査等を

含めてそこで探し出して早目早目に手を打っていく、それが一番基本的なことじゃないだろ

うかなというふうに思うわけですけれども、実は、私も今度特定健診を受けて、ちょっと指

摘を受けましたけれども、まだ完全なメタボにはなっていませんけれども、それは置いてお

いて、この特定健診地区別受診表を見たときに、やっぱりそれぞれ地域によって差のばらつ

きがある。ここら辺の状況については、いかがお考えですか。 

○議長（田口好秋君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（飯田邦芳君） 

 議員おっしゃるとおり、地域によって差があります。まず、市全体といたしましては約

40％。嬉野、塩田地区、それぞれ分けましても、それぞれやはり40％前後と、変わっていな

いと。嬉野、塩田での変移は見られないのが現状です。ただ、各行政区ごとということで見

てまいりますと、やはり60％を超えているところがある一方、低いところでは15％程度とい

うところもございます。そういったところを見てまいりますと、やはり高いところにつきま

しては、病院が近いところとか、あとアパートが少ないところ。逆に言いますと、低いとこ

ろについては、やっぱりアパート等の住民が多いところにつきましては、やっぱり低いとこ

ろがございます。ただ、そうばかりも言えずに、先ほど申しましたように、医療機関の場所

が近いというところも、やっぱりアパートが多くても高いというのがありますので、ここの

部分がなかなか分析がしにくいなというふうに感じているところです。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 今、課長がお答えになったように、地区別のばらつき、それは私が最初申し上げたんです

けれども、それとあわせて、やっぱり平均受診率が40％ちょっとなんですね。だから、これ
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の底上げというものもやっぱり図っていかなければならない。その上、なおかつ地区別の低

いところの受診率を上げ──今いろんな要因を言われましたけれども、そのことを含めて上

げていく努力が必要ではないかなと。先ほど申しましたけど、部長も言われましたけれども、

やっぱり施策展開をしている中では、この特定健診、これにやっぱり今後、重点的にこのこ

とを進めていきながら、そして受診率のアップに向けて努力をしていく、それが、ある意味

では健康寿命の強化、アップにつながっていくというふうに思いますので、今、担当課はそ

れなりに御努力をされておると思いますけれども、今後についても、ぜひなお一層の努力、

受診率アップに向けての努力をしていただきたいというふうに思います。 

 あわせて、後の保健師さんとか栄養士さんとかの対応がありますよね。だから、それにつ

いては、今、それにかかった方で受けるという方は、比率的に大体どれくらいですか。 

○議長（田口好秋君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（飯田邦芳君） 

 お答えいたします。 

 特定健診後に、昨日も大島議員さんのほうの御質問でも若干御説明しましたように、重症

化予防訪問とか、重複・頻回受診者訪問とか、あと特定保健指導、あと出張栄養相談という

項目を挙げて取り組んでいるところです。 

 現在、重症化予防訪問につきましては、今回の特定健診の結果、対象者が207名というこ

とで25年度出ております。実際に訪問できたのが151名ということで、全ての方の訪問がで

きているという状態ではございません。 

 あと、重複・頻回受診訪問につきましては、実績といたしましては25年度訪問者は３名と

いうふうになっております。 

 あと、特定保健指導の分でございますけれども、動機づけ支援と積極的支援というふうに

２つに分かれるわけですけれども、動機づけ支援につきましては、25年度の指導者数として

は58名。積極的支援につきましては７名ということで、全てができているという状態ではご

ざいません。ただ、保健師とか栄養士に、どうしてできないのかということで私も疑問を持

ちましたので尋ねたところ、相手の方がそれを嫌がる方もいらっしゃるということで、100％

に近づけていきたいんですけれども、なかなかできない場合とか、あと相手に会えないとか、

そういった時間帯の問題とか、そういった問題があるということで認識をしているところで

す。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 
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 いろんな問題があるかと思いますけれども、その事後の対応についても、ぜひ御努力をい

ただきたいということだけを要望しておきたいと思います。 

 次に、３番目のところで、65歳以上の市民を対象に、これからの人生を自分らしく過ごし

てもらうようにエンディングノート──エンディングノートというと、もうそれは終末みた

いな感じになりますけれども、このような人生手帳というものを作成して、企画されたらど

うかなということでありますけれども、実は、これは兵庫県の小野市で人生手帳を作成して

おります。Ａ５版30ページで、作成部数1,000部ですけれども、手帳のカバーには、診察券

などが入るポケットがついております。そこで、元気なうちにこれからの人生について考え

るきっかけをつくり、困ったときにどこに相談するのかと、どんな制度があるのかについて

１冊にまとめたというふうなこと。そこに、市の相談窓口や介護認定手続なども掲載をして、

無料で配布をされております。これが、効果があるかどうかは別にして、とりあえず担当課

のほうでも、このことについて、少し調査、検討をしてみられたらというふうに思います。 

 次に、２番の①の問題でありますけれども──簡単に、もう質問じゃありませんので、質

問させていただきたいと思いますけれども、教育長、高齢者と思いますか。 

○議長（田口好秋君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 名実ともに高齢者と思います。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 市長はいかがですか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 どう見られるかわからんですけど、青年のつもりで頑張っております。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 副市長は。 

○議長（田口好秋君） 

 副市長。 

○副市長（中島庸二君） 

 まだ若いと思っております。 



- 360 - 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 実はこれ、今60歳、市長も副市長も──教育長は、心の中では自分は若いと思っていても、

とりあえずそれを言ったら何か言われるかなと思って、あえてそういう言葉をお使いになっ

たというふうには思いますけれども、今の60歳代、本当に昔の60歳と比べればより若い。そ

して、今まさに60歳代、仕事ばりばりの方もいっぱいおられるわけですね。そういう中にお

いて、65歳から前期高齢者というくくりを入れられている。私もしょっちゅう、前期高齢者、

前期高齢者と言って回っているわけなんですけれども、実は、神奈川県の大和市において、

「60歳代を高齢者と言わない都市」というふうな宣言をされております。そこで、そのよう

な宣言をされたときに、本当にその市に住んでいる市民全部に聞いておられないわけですけ

れども、自分としても非常に張りを持つことができたというふうな感想が寄せられているわ

けなんですね。そういうことですので、今、市長としては非常に若いつもりでおるというふ

うなこともはっきり言われましたので、やっぱり嬉野市として、60歳代を高齢者と言わない

都市、大和市に倣って、そういう宣言をされてもいいんじゃないかなという気はいたします

けれども、市長いかがですか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 実は、常日ごろ感じることがあるわけでございますけれども、先ほど、宮﨑議員さんのお

尋ねの中で、嬉野の、いわゆる合宿の話が出てまいりました。ここ10年ぐらい、観光協会の

方とか、地域の愛好家の方が非常に御努力されて、今、嬉野市は、昔でいうとシルバーです

ね。シルバーのソフトボールの定例の開催場所になっております。そのスタートをしたとき

にはそうでも感じなかったんですけれども、今、もう１つ上のハイクラスの大会も嬉野で開

催をしておられます。試合の動きとか何かを見ておりますと、70歳ぐらいの人がまず下の段

階で、その上の人、75歳から80歳近くの人ですから、非常にすばらしい動きをしておられる

わけでございまして、そういう方々がいつも嬉野で集っていただいております。そういう大

会をいつも拝見しておりまして、今、議員御発言のように、昔の年代と今の年代の捉え方は

大きく違ってきているなというふうに思っているところでございます。（「宣言するかどう

か、それをもう少し。前段はいいですから」と呼ぶ者あり）宣言。（「宣言してはどうです

か、そういうことを考えたらどうですかということ」と呼ぶ者あり）考えてみます。（「考

えてみますか」と呼ぶ者あり）はい。 

○議長（田口好秋君） 
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 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 考えておられるということですので、ぜひ宣言をしていただきたい。私は自己紹介をする

ときには、頭のてっぺんは80代、顔は60代、ハートは40代から30代ということでよく宣言を

しております。ぜひ、そういう宣言をしていただけたら、私もあと少しは長生きするんでは

ないかなというふうに思っておりますので、早目にそういう宣言、嬉野の宣言をしていただ

きたいということを要望しておきます。 

 次に行きます。 

 次に、心の架け橋手話言語普及事業の問題であります。 

 今後の施策の展開ということでありますけれども、実は、４月１日に手話通訳者及び要約

筆記奉仕員派遣事業実施要綱、そして、同じ４月１日に手話奉仕員養成研修事業実施要綱と

いうものが定められて、７月１日に心の架け橋言語条例という条例が制定をされました。私

はその場合は奉仕員が必要ではないかということも非常に申し上げたんですけれども、その

ことについて、今回の予算でもそれぞれ観光業者に対する手話養成講座等がされております

けれども、ごくごく簡単にいいですから、今後の展開についてどのようにお考えになってい

るのかということだけを、とりあえずお尋ねします。 

○議長（田口好秋君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 

 講習会の開催とかは既に進行形でございますけれども、今後の対策といたしまして、まず、

嬉野市の職員を対象といたしまして、心の架け橋手話言語推進委員会の設置を考えておりま

す。既に委員の選考は終わりまして、直ちに第１回目の委員会を開催する運びというふうに

なっております。それと同時に、嬉野高校の職員全員を対象とした研修会の開催及び外部の

方、例えば旅館組合さん等への手話講習会の開催等を計画いたしております。それと同時に、

全九州ろうあ者大会にお招きをいただいておりますので、出席をするようにいたしておりま

す。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 それであるんですけれども、一つは今後について、今、「委員会」と言われましたけれど

も、鳥取県において設立されています手話施策推進協議会という組織がありますけれども、

そのような組織というものを立ち上げられる方向で考えられたらどうかなと。その委員会が
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類似するのかどうかはわかりませんけれども、そのことを要望しておきたいと思います。 

 もう１つは、日本ろうあ者協会、全日本ろうあ連盟から、災害関連標準手話ハンドブック、

これについては、もう配布が完了しております、終わっております。その電子版が、ダウン

ロードすれば今入手できますので、ぜひ災害関連標準手話ハンドブックというものをダウン

ロードされて、そして、今後の災害のことを含めて配布資料としてつくられたらどうかなと

いう気がいたしますので、そのことを要望しておきたいと思います。 

 次に行きます。 

 難聴者対策ということですけれども、佐賀新聞の投書、私はあれっと思いました。もう簡

単に言わせていただきますけれども、氏名は別にして、「余りにも手話言語条例を声高に言

われると、聴覚障がい者の８割を超える難聴者は置き去りにされてしまうのではないかとい

う不安を禁じ得ない。きっと私のような思いを抱えている高齢難聴者、突発性難聴者などは

多くいると思う。手話と同じように、要約筆記、筆記通訳も私たち難聴者にとっては欠かせ

ないコミュニケーション手段である。どうか、手話がついているときにも、あわせて要約筆

記スクリーンをつけることを条例化していただきたいと思う」というふうな投書がされてお

ります。ぜひ今後のことを含めて、この投書をされた方の考え、そして気持ちというものを

含んで、今後の施策というものを展開していただきたいというふうに要望をしておきます。 

 そして次にですけれども、観光協会との統合の問題であります。 

 これ、田中政司議員とそれぞれ議論を交わしておられましたけれども、仮に市長が観光協

会の会長となった場合に、補助金団体──観光協会は補助金団体ですよね。そこら辺の問題

というものは発生するのかどうかということがおわかりであれば、お答えいただきたいと思

いますけれども。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 統一、ワンフロアについては、ぜひやっていこうということで今までも検討をしておりま

すので。ただ、議員御発言のとおりでございまして、私どものほうで、いわゆる私自身が

補助団体の会長になっていいのかどうかということは、これから研究しなくちゃならないな

と──すみません、私に話があった場合にですね。そういうことで、組織的にやはり研究を

しなくちゃいけないなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 
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 財政課長か総務部長、そこら辺のところについて見解はいかがですか。 

○議長（田口好秋君） 

 財政課長。 

○財政課長（中野哲也君） 

 お答えをいたします。 

 補助金の交付を受ける団体の長に市長が就任するのは、好ましくないと考えております。

法的に多分、何かしら──好ましくないという言い方が法的にどういうふうな表現になって

おるかまではちょっと承知しておりませんけれども、現実に、そういった方がいらっしゃる

ということですので、法的には問題はないのかもしれない。その程度の認識でございます。

すみません、もう少し調べさせていただきたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 一応、そこら辺のところを研究された後に、これ次の議会でもう一度お尋ねをしてみたい

というふうに思います。 

 あと１つですけれども、実はローマ教皇が、来年度日本にお越しになる予定になっており

ます。ローマ教皇に対して嬉野茶等を差し上げておられるわけですけれども、少しそこら辺

のアプローチか何かとられるお考えはあるんですか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 ローマ法王を大使館にお伺いしましたときに、そういう日本に来られる可能性があるとい

うお話はお聞きしております。そのときは、どこに来られるというのは聞いておりませんで

したので、ぜひ嬉野のことをよろしくというお話を大使のほうにはしたところでございまし

て、ただ、まだこれからの動きでございますのでわかりませんけれども、長崎のほうに来ら

れるんじゃないかなというふうな報道でございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 ぜひ、そのときにお会いできるように、大使館のほうに接触なり折衝なりしていただきた

いというふうに思います。 

 次に、観光客の問題ですけれども、これは一方的にしゃべらせていただきますけれども、
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実は、今、国内の旅行消費額を見ていったときに、約94％、これ国内ですよね。外国におい

ては６％、外国人は。これが嬉野市の状況を見ましたときに、昨年度１月から12月までの宿

泊者で見たときに、日本人客と外国人客が来たときに、96.4％と3.6％。ことしの１月から

６月までの数字を見ましたときには、95.7％と4.3％という、日本人と外国人の比率という

ことになっています。こういう状況の中で、私は当然インバウンド等で外国の誘致を図るこ

とも必要だと思いますけれども、今、円安という状況の中で、日本人の観光客が国内に目を

向けてきている。ですから、今が一つのチャンスと捉えながら、私の考え方としては、海外

に向ける分の費用、むしろそれを国内にどんどん向けていって、嬉野に国内のお客さんが来

ていただける方策を、もう少しとるべきではないかなというふうなことで要望をしておきた

いと思います。そのためのいろんなプロジェクトがあります。きょうの佐賀新聞に載ってい

たスポーツ類の問題もありますし、佐賀県がスポーツコミッションをやっていて、その影響

で今回オランダ女子チーム選んだんですけれども、嬉野市においても、やっぱり佐賀県のス

ポーツコミッションにリンクするような形で嬉野市スポーツコミッションというものをつく

ってはどうかなというふうに思っております。ぜひ、そこら辺のところを検討されていただ

きたいと思います。一つ、国内旅行ということで思いましたのは、Ｕ旅館と申しますか、そ

この今現在の状況を見ておりますと、おおっと思うくらいの宿泊旅館がありますので、やり

ようによってはこういうこともあり得るのかなというふうなことで思いました。ぜひそこら

辺のところをもう少し検討されて、その投資対効果というものもありますけれども、今、そ

のような比率であるということだけは十二分に御認識をしていただきたいというふうに思い

ます。 

 次に行きます。 

 次に、災害時の対策でありますけれども、これがタイムラインというものについては山下

議員の質問でございました。トリアージについては、今どの程度医療機関等を含めて、今ま

で検討された経緯があるのかどうかということだけをお尋ねします。簡単に。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 トリアージに関して検討したことはございません。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 今、これが阪神・淡路大震災のときから、このトリアージというものが非常に重要視され

てきたわけですので、今後、少しずつでもいいですので、関係機関等々、このことについて

の研究、検討をされたらいかがかというふうに思っております。 
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 次に、街路樹の倒木問題ですけれども、今、全国各地といいますか、大分、広島──広島

の公園でもポプラが倒れて保護者が死亡しております。嬉野市においても、桜とかいろいろ

ありますので、そこら辺の倒木についても、ぜひそういうことがないように御努力をいただ

きたいと思います。 

 次に、教育の問題でありますけれども、今回、学校図書館法が成立した中において、１つ

だけお尋ねをしたいと思いますけれども、これが、今回の法改正によって、学校司書を置く

よう努めなければならないとしてあることについてのその見解、そして今後のことについて、

ごくごく簡単に、教育長お答えいただきたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答えしたいと思いますが、第６条に「努めなければならない」ということで言ってあり

ますので、義務ではないというふうに捉えております。 

 それから、したがって学校司書については新しい情報が入ってまいりまして、教育再生実

行に向けた教職員指導体制整備計画というのが新しく国がつけております。そこに、新たな

定数改善計画10カ年計画というのが出されておりまして、その中に、いろいろ先生方の専門

性以外の中で専門職を持った部分でということで、27年度から加配の数、いわゆる学校司書

として明記をするということでしておりますので、私は、そちらのほうで積極的に加配を要

望していきたいというふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 その情報も私、ネットで探し出して見ましたけれども、ぜひそういう形で努力をしていた

だきたいと思います。 

 次に有明抄、私は佐賀新聞から何もリベートをもらっているわけではないわけなんですけ

れども、市長簡単に、今、有明抄についてどうお考えになりますか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いわゆる転記する動きが始まりましたので、私もあれをいただきに参りまして持ってはお

りますけど、もう去年の話でしたけど、まだ始めておりません。 

 以上でございます。 
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○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 実は今、書き写しというのが非常に、特に御高齢者の方で盛んになってきておりますけれ

ども、これが、学校で白石中学校、そして唐津の鬼塚小学校でこの書き写しがなされており

ます。特に、白石中学校におきましては、昨年、リレーという形の中で、一月、有明抄につ

いての読破がなされております。教育長、このことについて、されるかどうか。したくなか

ったらしたくないということでおっしゃっても結構ですので、お答えをいただきたいと思い

ます。 

○議長（田口好秋君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 まず、今、白石の話をされましたけれども、嬉野市内でも吉田中学校は有明抄を利用して

います。（「あ、そうですか」と呼ぶ者あり）それから、大野原中学校が天声人語ノート、

これを使っておりますので、そういうことで自主的に今取り組みをしておりますので、そう

いう中で、校長先生の知恵袋授業等も持っておりますので、そこら辺を自主的な取り組みと

して考えております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 非常に勉強にはなりますし、そこで一つのことわざ、あるいは時勢の流れというものも感

じられる。そして、そこに熟語等も勉強になるというふうに思いますので、ぜひ今、吉田中

学校でやっておられたら、そのことを参考にしながら、ほかの学校にも広げていただきたい

というふうに思います。終わります。 

○議長（田口好秋君） 

 これで、山口要議員の一般質問を終わります。 

 ここで、先ほどの生田議員の質問に対し追加答弁の申し出があっておりますので、これを

許可します。建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 追加の答弁をさせていただきます。 

 先ほど、生田議員のほうから、色温度等に考慮した照明が使われているかという御質問で

ございましたけれども、確認をしましたところ、展示等に特化をしたような照明を使ってい

ないということでございましたので、御報告とさせていただきます。 
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 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 今議会、私を除く17名の議員全員の方が一般質問をされました。議員の皆さん、執行部の

皆さん、本当に御苦労さまでございました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後４時32分 散会 

 


